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はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

  本計画は，過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号） 

 第８条第１項の規定により策定するものです。 

 

２ 対象区域 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第３条第１項第１号の規定により旧

下蒲刈町，旧蒲刈町，旧豊浜町，旧豊町，旧倉橋町及び旧音戸町の区域を，同項第４号

の規定により旧川尻町の区域を，同法第４３条第１項において読み替えて適用する同法

第３条第１項第４号の規定により旧安浦町の区域を対象とします。 
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１  基本的な事項  

 (1) 概況  

  ア  自然的，歴史的，社会的，経済的諸条件の概要 

   (ｱ) 自然環境  

     呉市は，瀬戸内海のほぼ中央部，広島県の南西部に位置し，瀬

戸内海に面する陸地部と，倉橋島や安芸灘諸島などの島しょ部で

構成される気候温和で自然環境に恵まれた都市です。 

     面積は 352.04 平方キロメートルで，市域は東西方向に 38.7 キ

ロメートル，南北方向に 33.1 キロメートルと広がっており，337

キロメートルの海岸線を有しています。市域全体を通じて平坦
たん

地

が少なく，野呂山，灰ヶ峰，七国見山，火山を始め，標高 300 メ

ートルから 800 メートル前後の山が連なり，地域が分断された地

形となっています。 

     一方，こうした地形から山と海の風光明媚
び

な自然に恵まれ，瀬

戸内の美しい島々や多彩な峡谷美の景観は，貴重な観光資源とし

て，また，市民の憩いとレクリエーションの場としても親しまれ

ています。 

   (ｲ) 沿革  

     呉市は，明治 22 年（1889 年）の呉鎮守府開庁を契機に世界で

も 有 数 の 海 軍 工 廠
しょう

を 擁 す る ま ち と し て 発 展 し ま し た 。 戦 後 は ，

昭和 25 年（1950 年）の平和産業港湾都市への再生を目指す「旧

軍港市転換法」の制定により，造船，鉄鋼，機械金属，パルプ産

業等の企業が進出し，瀬戸内有数の臨海工業地帯として，広島県

の産業をけん引してきました。平成 15 年（2003 年）から平成 17

年（2005 年）にかけての近隣８町（旧下蒲刈町，旧蒲刈町，旧豊

浜町，旧豊町，旧倉橋町，旧音戸町，旧川尻町，旧安浦町）との

合併により，美しい自然や歴史，文化，地域産業など，特色ある

多くの地域資源を有することとなりました。 

     また，平成 27 年（2015 年）に東広島・呉自動車道が開通する

など，幹線道路の強化・充実や高速交通網へのアクセス向上など

により，医療，教育，文化や企業が集積した広島県の主要都市の

一つとして発展し，平成 28 年（2016 年）には中核市へ移行しま

した。 

   (ｳ) 呉市の過疎地域 

     旧下蒲刈町，旧蒲刈町，旧豊浜町，旧豊町で構成する安芸灘諸

島は，呉市の南東部に位置する島しょ部で，南に遠く四国連峰を

臨む瀬戸内海の多島美を有する気候温和で自然環境に恵まれた地

域です。面積は 53.46 平方キロメートルで，地形は東西に長く平
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坦地の少ない地域となっています。 

     また，古くは海上の要衝として発展し，日本遺産に登録された

御手洗重要伝統的建造物群保存地区やユネスコの「世界の記憶」

に登録された朝鮮通信使関連資料などの歴史・文化が豊かである

とともに，日本の渚百選である「県民の浜」や国の天然記念物で

ある「アビ渡来群游
ゆう

海面」も有する多彩な魅力ある地域として市

民にも親しまれています。 

     近年は，みかんやレモンを中心とした柑橘栽培や，マダイやタ

チウオを中心とした漁業などの農水産業を中心に発展してきまし

た。平成 12 年（2000 年）の安芸灘大橋の開通と平成 20 年（2008

年）の豊島大橋の開通によって安芸灘諸島と本土が陸続きとなり，

「安芸灘とびしま海道」と名付けられ，休日には多くの観光客や

サイクリスト等が訪れています。 

     呉市の南西部に位置する旧音戸町と旧倉橋町は，広島県の最南

端に浮かぶ倉橋島にある，気候温和で自然環境に恵まれた地域で

す。面積は 73.21 平方キロメートルで，地形は南北に長く，急な

斜面が海岸近くまで張り出し，海岸線は屈曲に富んでおり，平坦

地の少ない地域となっています。 

     また，古くは造船や海運業で発展し，平清盛伝説が残る「音戸

の瀬戸」や日本三大舟唄の一つとして知られている「音戸の舟唄」

など，歴史・文化が豊かであるとともに，古代からの造船と海運

業の歴史を紹介する「長門の造船歴史館」や白砂青松百選である

「桂浜」，「天然温泉桂浜温泉館」も有する多彩な魅力ある地域

として市民にも親しまれています。 

     近年は，トマトやネギの生産も盛んになっています。 

     また，水産業も牡蠣
か き

，ちりめんを中心に盛んに行われており，

特に牡蠣は隣接する江田島市とともに国内で有数の産地となって

います。平成 25 年（ 2013 年）に は第二音戸大橋が開通し， 通

勤・通学時や行楽シーズンにおける地域の渋滞緩和が図られまし

た。 

     旧川尻町と旧安浦町は，呉市の東部に位置し，野呂山を始めと

する緑豊かな山々と瀬戸内海を望む自然豊かな地域です。面積は

80.39 平方キロメートルで，地形は，東・西・北の三方を山に囲

まれ，南は瀬戸内海に面し，平坦地の少ない地域となっています。 

     また，野呂山は，「瀬戸内海国立公園」の区域に指定されてお

り，「瀬戸内海国立公園」としては神戸の六甲山に次ぐ 839 メー

トルの高さを誇っています。山頂部からは安芸灘大橋や蒲刈大橋

で結ばれた安芸灘諸島の多島美を一望することができ，春の桜満
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開時には多くの市民や観光客が訪れています。 

     伝統的地場産業である「筆づくり」が古くから行われており，

野呂山山頂には「野呂高原ロッジ」や「野呂山キャンプ場」など

の観光施設を有し，特産のイノシシの肉を使った料理が人気とな

っています。 
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【過疎地域の区域の概略図】 
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  イ  過疎の状況 

   (ｱ) 人口等の動向 

     令和２年（2020年）国勢調査に基づく過疎地域の人口は38,381

人で，本市全体の人口ピークであった昭和50年（ 1975年）国勢調

査時の69,131人と比較すると，30,750人（ 44.5％）減少し，およ

そ半減している状況となっています。 

     特に，年少人口（14歳以下）は，昭和50年（ 1975年）調査時の

15,789人 と比較し て，令和 ２年（ 2020年）調 査では 2,932人と ，

12,857人（ 81.4％）の大幅な減少となっています。 

     一方，高齢人口（65歳以上）は，昭和50年（ 1975年）調査時の

9,023人 と 比 較 し て ， 令 和 ２ 年 （ 2020年 ） 調 査 で は 18,101人 と

9,078人（ 100.6％）の大幅な増加となっており，人口の減少と併

せて，少子高齢化が著しく進展しています。 

   (ｲ) これまでの対策 

     過疎地域として指定されている旧下蒲刈町，旧蒲刈町，旧豊浜

町，旧豊町，旧倉橋町，旧音戸町，旧川尻町及び旧安浦町の区域

については，これまでも過疎地域持続的発展計画に基づいて，住

民の安全・安心な暮らしの確保，光通信回線などの情報通信基盤

の整備，農業や水産業の振興，観光の活性化による賑
にぎ

わいの創出，

独自の歴史や文化の承継・活用による地域文化の振興，教育環境

の充実による健やかな子どもの育成，更には医療の確保や高齢者

サービスによる福祉の充実など，様々な分野で過疎地域の振興に

取り組んできました。 

     具体的には，ハード面では，港湾の安全性と利便性の向上を図

る た め の 防 波 堤 改 良 や ， 漁 業 の 振 興 を 図 る た め の 浮 桟 橋 の 大 型

化・新設・延伸，藻場の造成，地域の農業振興と生活環境維持を

図るための渡海橋の耐震補強や整備など，様々な施設の改修・整

備に取り組んできました。 

     また，観光資源でもある，蘭島文化振興施設の整備・改修や重

要伝統的建造物群保存地区（御手洗地区）にある建造物の修理・

修景などを行い，地域文化の保存，承継及び振興にも取り組んで

きました。 

     その他，住民の生命と財産を守るための消防ポンプ自動車や救

急車の更新，小中学校への空調設備の設置による教育環境の充実

など，幅広い分野で事業を実施してきたところです。 

     ソフト面では，観光振興を図るための観光客等や安芸灘地域の

子育て世帯に対する安芸灘大橋通行料助成や，マラソン・自転車

などのスポーツイベントの開催支援，生活交通路線・航路の維持，

高齢者等の社会参加や他地域との交流を図るためのバス運賃助成，
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移住・定住の促進，地域医療を維持するための医師確保施策，地

域のまちづくり支援など，様々な事業を実施してきたところです。 

   (ｳ) 現在の課題及び今後の見通し 

     一方，上記で述べた取組を実施してきましたが，人口減少・少

子高齢化の進展によって，生活面では，商店の減少や診療所の廃

止などで，生活に必要な集落機能が低下するとともに，地域交通

の維持も大きな課題となっています。 

     産業面では，農水産業の就業者の高齢化や後継者不足が進んで

おり，これまで地域経済を支えてきた産業の衰退により，地域の

活力が低下しています。更には自治会や地域行事などの地域活動

の担い手の確保も困難な状況となるなど，引き続き厳しい状況が

続いています。 

     また，急速に進む人口減少によって，平成27年（ 2015年）の国

勢調査の結果に基づき，令和３年（2021年）４月１日から旧音戸

町と旧川尻町の区域が，令和２年（2020年）の国勢調査の結果に

基づき，令和４年（2022年）４月１日から旧安浦町の区域が新た

に過疎地域として指定されることとなりました。 

     今後も，国全体の人口が減少し，少子高齢化がますます進展し

ていく中で，過疎地域においては，その傾向は更に顕著になると

見込まれ，これまでのような地域社会の維持が困難になってくる

ことが懸念されています。 

 

  ウ  社会経済的発展の方向性の概要 

   (ｱ) 農水産業の発展 

     農業分野では，農業者の高齢化や担い手不足により耕地面積の

減少が進む一方で，付加価値の高い農産物の大規模生産に取り組

む生産者もいます。 

     漁業分野では，漁業者数・保有漁船数は県内で最も多く，国内

有数の生産量の牡蠣養殖や，シラス漁が盛んに営まれています。 

     今後も，農水産業の基盤整備，担い手の確保・育成や経営の安

定化，農水産物のブランド化や養殖漁業を推進することで，過疎

地域の社会経済の発展を図っていきます。 

     また，事業者が行う設備投資に対する市税の免除など，必要な

措置を講じていきます。 

   (ｲ) 歴史・文化を活用した観光振興 

     過疎地域には，ユネスコの「世界の記憶」に登録された朝鮮通

信使に関する資料を紹介する「松濤園」や日本遺産の構成財産で

あり国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている「御手
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洗の町並み」，日本の渚百選である「桂浜」や「県民の浜」，音

戸の瀬戸を切り開いた平清盛伝説を紹介する「おんど観光文化会

館うずしお」，安芸灘諸島の多島美を一望することができる「野

呂山」など，豊富な観光資源があります。 

     また，今後は音戸町と橋で結ばれている音戸の瀬戸公園を整備

するとともに，公園内に外資系のラグジュアリーホテルが立地す

る予定であり，これらの観光資源を活用し，観光客のニーズに応

じた付加価値の高いサービスを提供することで，観光客の滞在時

間の延伸と観光消費額の増加を図り，観光による過疎地域の活性

化を図っていきます。 

   (ｳ) ポストコロナを見据えた取組 

     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，過疎地域の自然環境

や 生 活 文 化 の 多 様 性 が 改 め て 注 目 さ れ る と と も に ， テ レ ワ ー ク 

    ※ １ やワーケーション ※ ２ ，二地域居住 ※ ３ などの柔軟な働き方への

関心も高まっています。 

     このような状況を踏まえ，光通信などの情報通信技術を基盤と

した，行政サービスを含めた様々なサービスのオンライン化など

によって，都会にはない魅力と，都会と変わらないサービスが両

立する環境を整えていきます。 

 
※ １  テ レ ワ ー ク ： Ｉ Ｃ Ｔ ※ ４ を 利 用 し ， 時 間 や 場 所 を 有 効 に 活 用 で き る 柔 軟 な 働 き

方  
※ ２  ワ ー ケ ー シ ョ ン ： 仕 事 （ Work） と 休 暇 （ Vacation） を 組 み 合 わ せ た 造 語 。 テ

レ ワ ー ク 等 を 活 用 し ， 普 段 の 職 場 や 居 住 地 か ら 離 れ ， リ ゾ
ー ト 地 な ど の 地 域 で 普 段 の 仕 事 を 継 続 し な が ら ， そ の 地 域
な ら で はの 活 動 も行 う も の  

※ ３  二 地 域 居 住 ： 都 市 部 と 地 方 部 に 二 つ の 拠 点 を 持 ち ， 定 期 的 に 地 方 部 で の ん び
り 過 ご した り ， 仕事 を し たり す る ライ フ ス タイ ル  

※ ４  Ｉ Ｃ Ｔ ： ア イ ・ シ ー ・ テ ィ ー 。 Information & Communications Technology
（ 情 報 通 信 技 術 ） の 略 。 「 Ｉ Ｔ （ 情 報 技 術 ） 」 が ハ ー ド ウ ェ ア や ソ
フ ト ウ ェ ア ， イ ン フ ラ な ど コ ン ピ ュ ー タ 関 連 技 術 そ の も の を 意 味 す
る の に 対 し ， 「 Ｉ Ｃ Ｔ 」 は ， 通 信 に よ り コ ン ピ ュ ー タ 関 連 技 術 を 応
用 ・ 活 用す る こ とに 重 き を置 い た 語  

 

 (2) 人口及び産業の推移と動向  

   過疎地域を含む呉市全体の総人口は，昭和50年（ 1975年）の約31.2

万人をピークに減少に転じ，令和２年（2020年）には約21.5万人とな

っています。 

   国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」といいます。）の

「日本の地域別将来推計人口（令和 5年 12月 (2023年 )推計）」による

と，今後も減少傾向は続き，令和32年（ 2050年）には，約12.9万人ま

で減少すると見込まれています。 

   生産年齢人口（15～ 64歳）は，昭和45年（ 1970年）の約21.0万人か

ら減少が続いており，令和２年（ 2020年）には，約 11.4万人 ※ まで減
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少しています。 

   ま た ， 平 成 ２ 年 （ 1990年 ） に 高 齢 人 口 （ 65歳 以 上 ） が 年 少 人 口

（ 14歳 以下 ） を 上回 っ て 以降 ， そ の傾 向 は 続き ， 高 齢人 口 は ，令和

２年（2020年）時点で約7.6万人 ※ となっています。 

   国 勢調査 の 結果に よ ると， 令 和２年 （ 2020年） の高齢 人 口は平成

27年 （ 2015年 ） と 比 較 し て 減 少 し ま し た が ， 高 齢 化 率 は 令 和 ２ 年

（2020年）時点で 35.3％ ※ となっており，その後も上昇すると見込ま

れています。 

※  国 勢 調 査 の 結 果 を 基 に 算 出 し て い る こ と か ら ， 住 民 基 本 台 帳 を 基 に 算 出 し た

数 値 と 異な り ま す。  
 

表 1-1(1) 人 口 の 推 移 （ 国 勢 調 査 ）  

（ 過 疎 地 域 を 含 む 市 全 体 の 表 ）  

区 分  

昭 和 3 5 年 ※ １  

（ 1 9 6 0 年 ）  

昭 和 5 0 年 ※ ２  

（ 1 9 7 5 年 ）  

昭 和 5 5 年  

（ 1 9 8 0 年 ）  

平 成 2 年  

（ 1 9 9 0 年 ）  

実 数  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  2 9 1 , 8 8 7 人  3 1 1 , 7 8 6 人  6 . 8 ％ 3 0 2 , 7 6 6 人  - 2 . 9 ％ 2 8 0 , 4 2 9 人  - 7 . 4 ％ 

0 歳 ～ 1 4 歳  8 4 , 3 2 3 人  7 2 , 9 3 4 人  
-

1 3 . 5 ％ 
6 7 , 1 5 5 人  - 7 . 9 ％ 4 4 , 6 2 2 人  

-

3 3 . 6 ％ 

1 5 歳 ～ 6 4 歳  1 8 7 , 8 1 7 人  2 0 8 , 0 9 1 人  1 0 . 8 ％ 1 9 9 , 5 6 5 人  - 4 . 1 ％ 1 8 9 , 8 3 0 人  - 4 . 9 ％ 

 
う ち 1 5 歳

～ 2 9 歳 ( a )  
7 3 , 7 0 0 人  6 9 , 5 3 8 人  - 5 . 6 ％ 5 6 , 0 8 7 人  

-

1 9 . 3 ％ 
5 4 , 7 5 6 人  - 2 . 4 ％ 

6 5 歳 以 上 ( b )  1 9 , 7 4 7 人  3 0 , 6 6 5 人  5 5 . 3 ％ 3 5 , 9 8 9 人  1 7 . 4 ％ 4 5 , 8 7 8 人  2 7 . 5 ％ 

( a ) / 総 数  

若 年 者 比 率 %  
2 5 . 2 ％ 2 2 . 3 ％ -  1 8 . 5 ％ -  1 9 . 5 ％ -  

( b ) / 総 数  

高 齢 者 比 率 %  
6 . 8 ％ 9 . 8 ％ -  1 1 . 9 ％ -  1 6 . 4 ％ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 )総 数 は ， 年 齢 不 詳 分 を 含 む 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分  

平 成 7 年  

（ 1 9 9 5 年 ）  

平 成 1 7 年  

（ 2 0 0 5 年 ）  

平 成 2 7 年  

（ 2 0 1 5 年 ）  

実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  2 7 0 , 1 7 9 人  - 3 . 7 ％ 2 5 1 , 0 0 3 人  - 7 . 1 ％ 2 2 8 , 5 5 2 人  - 8 . 9 ％ 

0 歳 ～ 1 4 歳  3 7 , 6 8 3 人  - 1 5 . 6 ％  3 1 , 4 1 3 人  - 1 6 . 6 ％  2 5 , 9 0 5 人  - 1 7 . 5 ％  

1 5 歳 ～ 6 4 歳  1 7 9 , 8 8 6 人  - 5 . 2 ％ 1 5 4 , 2 8 0 人  - 1 4 . 2 ％  1 2 4 , 9 2 8 人  - 1 9 . 0 ％  

 
う ち 1 5 歳 ～

2 9 歳 ( a )  
5 1 , 8 6 8 人  - 5 . 3 ％ 3 7 , 2 8 8 人  - 2 8 . 1 ％  3 0 , 5 8 9 人  - 1 8 . 0 ％  

6 5 歳 以 上 ( b )  5 2 , 6 0 1 人  1 4 . 7 %  6 4 , 1 4 0 人  2 1 . 9 ％ 7 6 , 2 0 4 人  1 8 . 8 ％ 

( a ) / 総 数  

若 年 者 比 率 %  
1 9 . 2 ％ -  1 4 . 9 ％ -  1 3 . 4 ％ -  

( b ) / 総 数  

高 齢 者 比 率 %  
1 9 . 5 ％ -  2 5 . 6 ％ -  3 3 . 3 ％ -  

区 分  

令 和 2 年  

（ 2 0 2 0 年 ）  

実 数  増 減 率  

総 数  2 1 4 , 5 9 2 人  - 6 . 1 ％ 

0 歳 ～ 1 4 歳  2 3 , 0 3 7 人  - 1 1 . 1 ％  

1 5 歳 ～ 6 4 歳  1 1 4 , 2 4 5 人  - 8 . 6 ％ 

 
う ち 1 5 歳

～ 2 9 歳 ( a )  
2 7 , 5 1 7 人  - 1 0 . 0 ％  

6 5 歳 以 上 ( b )  7 5 , 7 0 6 人  - 0 . 7 ％ 

( a ) / 総 数  

若 年 者 比 率 %  
1 2 . 8 ％ -  

( b ) / 総 数  

高 齢 者 比 率 %  
3 5 . 3 ％ -  
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※ １  昭 和 35年 （ 1960年 ） ： 全 国 的 に ， 地 方 圏 か ら の 人 口 流 出 が ピ ー ク で あ っ た

年  

※ ２  昭 和 50年 （ 1975年 ） ： 全 国 的 に ， 昭 和 35年 （ 1960年 ） を ピ ー ク と す る 地 方

圏 か ら の人 口 流 出が 一 旦 収束 し た 年  

 
   呉 市の過疎 地域にお ける人口 は，戦後 減少が続 いており ，過疎地

域 を 含 む呉 市 全 体と 比 べ て， 早 い 時期 に 人 口減 少 へ の転 換 期 を迎え
て い ま す。 ま た ，減 少 率 も過 疎 地 域を 含 む 呉市 全 体 を上 回 る ペース
で進行しており，令和２年（2020 年）には約 3.8 万人まで減少して
います。  

   生産年齢人口（15～ 64 歳）は，昭和 40 年（1965 年）の約 4.8 万人
を ピ ー クに 減 少 に転 じ ， 減少 率 は 過疎 地 域 を含 む 呉 市全 体 を 上回る
ペースで進行しており，令和２年（2020 年）には約 1.7 万人まで減
少しています。  

   ま た ， 平 成 ２ 年 （ 1990 年 ） に 高 齢 人 口 （ 65 歳 以 上 ） が 年 少 人 口
（14 歳以下）を上回って以降，その傾向は続き，令和２年（2020 年）
時点で，高齢人口は約 1.8 万人，高齢化率は 47.2％となっており，
今後も上昇すると見込まれています。  

 

表 1-1(2) 人 口 の 推 移 （ 国 勢 調 査 ）  

（ 過 疎 地 域 の み の 表 ）  

区 分  

昭 和 3 5 年 ※ １  

（ 1 9 6 0 年 ）  

昭 和 5 0 年 ※ ２  

（ 1 9 7 5 年 ）  

昭 和 5 5 年  

（ 1 9 8 0 年 ）  

平 成 2 年  

（ 1 9 9 0 年 ）  

実 数  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  8 1 , 8 5 5 人  6 9 , 1 3 1 人  - 1 5 . 5 ％  6 8 , 2 1 7 人  - 1 . 3 ％ 6 3 , 7 0 6 人  - 6 . 6 ％ 

0 歳 ～ 1 4 歳  2 7 , 7 3 5 人  1 5 , 7 8 9 人  - 4 3 . 1 ％  1 4 , 6 2 4 人  - 7 . 4 ％ 1 0 , 2 4 3 人  - 3 0 . 0 ％  

1 5 歳 ～ 6 4 歳  4 7 , 1 7 3 人  4 4 , 3 1 9 人  - 6 . 1 ％ 4 3 , 3 8 6 人  - 2 . 1 ％ 4 1 , 1 6 0 人  - 5 . 1 ％ 

 
う ち 1 5 歳

～ 2 9 歳 ( a )  
1 7 , 0 3 3 人  1 3 , 7 1 1 人  - 1 9 . 5 ％  1 1 , 5 1 1 人  - 1 6 . 0 ％  1 0 , 1 8 7 人  - 1 1 . 5 ％  

6 5 歳 以 上 ( b )  6 , 9 4 7 人  9 , 0 2 3 人  2 9 . 9 ％ 1 0 , 2 0 7 人  1 3 . 1 ％ 1 2 , 3 0 1 人  2 0 . 5 ％ 

( a ) / 総 数  

若 年 者 比 率 %  
2 0 . 8 ％ 1 9 . 8 ％ -  1 6 . 9 ％ -  1 6 . 0 ％ -  

( b ) / 総 数  

高 齢 者 比 率 %  
8 . 5 ％ 1 3 . 1 ％ -  1 5 . 0 ％ -  1 9 . 3 ％ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注 )総 数 は ， 年 齢 不 詳 分 を 含 む 。  

 

 

 

 

 

 

区 分  

平 成 7 年  

（ 1 9 9 5 年 ）  

平 成 1 7 年  

（ 2 0 0 5 年 ）  

平 成 2 7 年  

（ 2 0 1 5 年 ）  

実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  6 0 , 6 9 4 人  - 4 . 7 ％ 5 1 , 7 5 2 人  - 1 4 . 7 ％  4 2 , 7 8 9 人  - 1 7 . 3 ％  

0 歳 ～ 1 4 歳  8 , 3 7 1 人  - 1 8 . 3 ％  5 , 2 3 7 人  - 3 7 . 4 ％  3 , 5 2 0 人  - 3 2 . 8 ％  

1 5 歳 ～ 6 4 歳  3 8 , 2 6 5 人  - 7 . 0 ％ 3 0 , 0 8 6 人  - 2 1 . 4 ％  2 0 , 9 5 0 人  - 3 0 . 4 ％  

 
う ち 1 5 歳

～ 2 9 歳 ( a )  
9 , 4 0 5 人  - 7 . 7 ％ 6 , 3 3 3 人  - 3 2 . 7 ％  4 , 0 5 0 人  - 3 6 . 0 ％  

6 5 歳 以 上 ( b )  1 4 , 0 5 8 人  1 4 . 3 %  1 6 , 3 4 5 人  1 6 . 3 ％ 1 8 , 2 4 3 人  1 1 . 6 ％ 

( a ) / 総 数  

若 年 者 比 率 %  
1 5 . 5 ％ -  1 2 . 2 ％ -  9 . 5 ％ -  

( b ) / 総 数  

高 齢 者 比 率 %  
2 3 . 2 ％ -  3 1 . 6 ％ -  4 2 . 6 ％ -  

区 分  

令 和 2 年  

（ 2 0 2 0 年 ）  

実 数  増 減 率  

総 数  3 8 , 3 8 1 人  - 1 0 . 3 ％  

0 歳 ～ 1 4 歳  2 , 9 3 2 人  - 1 6 . 7 ％  

1 5 歳 ～ 6 4 歳  1 7 , 2 6 1 人  - 1 7 . 6 ％  

 
う ち 1 5 歳

～ 2 9 歳 ( a )  
3 , 2 2 7 人  - 2 0 . 3 ％  

6 5 歳 以 上 ( b )  1 8 , 1 0 1 人  - 0 . 8 ％ 

( a ) / 総 数  

若 年 者 比 率 %  
8 . 4 ％ -  

( b ) / 総 数  

高 齢 者 比 率 %  
4 7 . 2 ％ -  
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※ １  昭 和 35年 （ 1960年 ） ： 全 国 的 に ， 地 方 圏 か ら の 人 口 流 出 が ピ ー ク で あ っ た

年  

※ ２  昭 和 50年 （ 1975年 ） ： 全 国 的 に ， 昭 和 35年 （ 1960年 ） を ピ ー ク と す る 地 方

圏 か ら の人 口 流 出が 一 旦 収束 し た 年  

 

表 1-1(3) 人 口 の見 通 し                    （ 単位 ： 人 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令 和 2 年  

（ 2 0 2 0 年 ）  

令 和 7 年  

（ 2 0 2 5 年 ）  

令 和 1 2 年  

（ 2 0 3 0 年 ）  

令 和 1 7 年  

（ 2 0 3 5 年 ）  

令 和 2 2 年  

（ 2 0 4 0 年 ）  

呉 市 人 口 ビ ジ ョ ン に

お け る 将 来 人 口 推 計  
2 1 4 , 5 9 2  1 9 5 , 0 3 2  1 8 1 , 3 2 7  1 7 2 , 8 4 5  1 6 5 , 7 1 5  

社 人 研 の 人 口 推 計

（ 令 和 5 年 （ 2 0 2 3 年 ）

推 計 ）  

2 1 4 , 5 9 2  1 9 5 , 1 9 4  1 8 0 , 9 3 1  1 6 6 , 7 4 8  1 5 3 , 0 6 4  

 
令 和 2 7 年  

（ 2 0 4 5 年 ）  

令 和 3 2 年  

（ 2 0 5 0 年 ）  

呉 市 人 口 ビ ジ ョ ン に

お け る 将 来 人 口 推 計  
1 6 0 , 4 4 5  1 5 1 , 6 5 4  

社 人 研 の 人 口 推 計

（ 令 和 5 年 （ 2 0 2 3 年 ）

推 計 ）  

1 4 0 , 5 3 3  1 2 9 , 1 5 1  
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   過疎地域を含む呉市全体の就業人口総数は，昭和 45 年（1970 年）

の約 15.1 万人をピークに減少が続き，令和２年（2020 年）時点で約

10.0 万人となっています。 

   ま た，産業 別就業者 比率は， 第一次産 業と第二 次産業は 減少が続

いている一方，第三次産業は増加が続いています。 
 

表 1-2(1) 産 業 別 人 口 の 動 向 （ 国 勢 調 査 ）  

（ 過 疎 地 域 を 含 む 市 全 体 の 表 ）  

区 分  

昭 和 3 5 年  

（ 1 9 6 0 年 ）  

昭 和 5 0 年  

（ 1 9 7 5 年 ）  

昭 和 5 5 年  

（ 1 9 8 0 年 ）  

平 成 2 年  

（ 1 9 9 0 年 ）  

実 数  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  1 2 7 , 2 3 1 人  1 4 2 , 4 3 5 人  1 1 . 9 ％ 1 3 6 , 5 7 3 人  - 4 . 1 ％ 1 3 1 , 6 7 1 人  - 3 . 6 ％ 

第 一 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
1 7 . 7 ％ 7 . 7 ％ -  7 . 1 ％ -  5 . 2 ％ -  

第 二 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
3 8 . 7 ％ 4 0 . 0 ％ -  3 7 . 5 ％ -  3 5 . 6 ％ -  

第 三 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
4 3 . 6 ％ 5 2 . 1 ％ -  5 5 . 4 ％ -  5 9 . 1 ％ -  

 

区 分  

平 成 7 年  

（ 1 9 9 5 年 ）  

平 成 1 7 年  

（ 2 0 0 5 年 ）  

平 成 2 7 年  

（ 2 0 1 5 年 ）  

実 数  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  

総 数  1 3 2 , 3 5 1 人  0 . 5 ％ 1 1 7 , 3 0 3 人  - 1 1 . 4 ％  1 0 4 , 2 5 7 人  - 1 1 . 1 ％  

第 一 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
5 . 0 ％ -  3 . 8 ％ -  2 . 8 ％ -  

第 二 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
3 3 . 5 ％ -  2 9 . 0 ％ -  2 8 . 2 ％ -  

第 三 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
6 1 . 2 ％ -  6 5 . 9 ％ -  6 6 . 6 ％ -  

 

 

 

 

  

 

 

(注 )総 数 は ， 年 齢 不 詳 分 を 含 む 。  

 

   過 疎地域の 就業人口 総数は， 国勢調査 による市 町村別の 就業人口

の統計結果が残る昭和 35年（ 1960年）の約 3.6万人から減少が続いて

おり，令和２年（2020年）時点で約1.7万人となっています。 

   ま た，産業 別就業者 比率は， 過疎地域 を含む呉 市全体と 同様に，

第 一 次 産業 と 第 二次 産 業 は減 少 が 続い て い る一 方 ， 第三 次 産 業は増

加が続いています。 

   た だし， 第 一次産 業 就業者 比 率は， 令 和２年 （ 2020年） 時点で，

過疎地域を含む呉市全体は 2.4％となっているのに対し，過疎地域は

10.4％と第一次産業の占める比率は高い割合となっています。 

 

 

区 分  

令 和 2 年  

（ 2 0 2 0 年 ）  

実 数  増 減 率  

総 数  1 0 0 , 0 8 9 人  － 3 . 9 ％  

第 一 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
2 . 4 ％ -  

第 二 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
2 7 . 4 ％ -  

第 三 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
6 7 . 6 ％ -  
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表 1-2(2)  産 業 別 人 口 の 動 向 （ 国 勢 調 査 ）  

（ 過 疎 地 域 の み の 表 ）  

区 分  

昭 和 3 5 年  

（ 1 9 6 0 年 ）  

昭 和 5 0 年  

（ 1 9 7 5 年 ）  

昭 和 5 5 年  

（ 1 9 8 0 年 ）  

平 成 2 年  

（ 1 9 9 0 年 ）  

実 数  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  3 6 , 1 1 4 人  3 2 , 6 3 2 人  - 9 . 6 ％ 3 2 , 4 4 6 人  - 0 . 6 ％ 3 0 , 4 5 3 人  - 6 . 1 ％ 

第 一 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
4 6 . 7 ％ 2 6 . 5 ％ -  2 4 . 1 ％ -  1 7 . 9 ％ -  

第 二 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
2 3 . 3 ％ 3 6 . 7 ％ -  3 6 . 4 ％ -  3 7 . 7 ％ -  

第 三 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
3 0 . 0 ％ 3 6 . 7 ％ -  3 9 . 5 ％ -  4 4 . 4 ％ -  

 

区 分  

平 成 7 年  

（ 1 9 9 5 年 ）  

平 成 1 7 年  

（ 2 0 0 5 年 ）  

平 成 2 7 年  

（ 2 0 1 5 年 ）  

実 数  実 数  実 数  増 減 率  実 数  増 減 率  

総 数  3 0 , 0 2 7 人  - 1 . 4 ％ 2 4 , 8 2 0 人  - 1 7 . 3 ％  1 9 , 2 0 0 人  - 2 2 . 6 ％  

第 一 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
1 7 . 2 ％ -  1 4 . 3 ％ -  1 1 . 9 ％ -  

第 二 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
3 6 . 7 ％ -  3 3 . 3 ％ -  3 2 . 4 ％ -  

第 三 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
4 6 . 0 ％ -  5 1 . 5 ％ -  5 3 . 8 ％ -  

  

 

 

 

 

 

 

 (注 )総 数 は ， 年 齢 不 詳 分 を 含 む 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分  

令 和 2 年  

（ 2 0 2 0 年 ）  

実 数  増 減 率  

総 数  1 7 , 0 2 2 人  - 1 1 . 3 ％  

第 一 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
1 0 . 4 ％ -  

第 二 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
3 1 . 8 ％ -  

第 三 次 産 業  

就 業 人 口 比 率 %  
5 5 . 2 ％ -  
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 (3) 行財政の状況  

  ア  行財政の状況  

    呉市の財政は，歳入面では人口の減少により，市税収入の大幅な

増加が見込めない状況が続いています。 

    歳出面では，今後，大規模な公共事業の実施に伴う投資的経費の

増加が見込まれており，社会経済情勢の変化が財政運営に及ぼす影

響等も考慮し，柔軟に対応していくことが求められています。 

    こうした状況にあっても，社会経済情勢や市内ニーズの変化に的

確に対応した持続可能な市政運営を実現するため，「財政構造の弾

力性」や「財政運営の安定性・継続性」を念頭に置いて，歳入の確

保や歳出規模の抑制に取り組み，健全で持続可能な財政運営の確保

に取り組んでいく必要があります。 

    職員体制については，令和４年度（2022年度）に「第３次呉市職

員体制再構築計画」を策定し，業務のデジタル化による業務改善等

を積極的に進めつつ，職員の年齢構成の平準化や定年年齢の段階的

引上げ等に留意し，職種別の定員管理や多様な任用形態の活用，効

果的な職員配置等により，職員体制の整備を計画的に進めています。 

    人口減少や少子高齢化が進む中で，今後の様々な行政需要に的確

に対応できるよう，引き続き職員数の適正化を進めていく必要があ

ります。 

    また，平成27年度（2015年度）には「呉市公共施設等総合管理計

画」を策定し，公共施設等の更新，統廃合，長寿命化などを計画的

に進めています。 

    今後は，呉市公共施設等総合管理計画に基づく「呉市公共施設に

関する個別施設計画」で定めた各施設の対応方針に基づき，「集約

化」や「複合化」などを実施することにより，施設の安全性，利便

性及び快適性の確保並びに保有量の適正化を進めていく必要があり

ます。 

    こうした呉市の行財政の状況の中，健全で持続可能な財政運営に

向けた取組を図りながら，過疎地域の持続的発展に取り組む必要が

あります。 
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表 1-3(1) 市 町 村財 政 の 状況              （ 単位 ： 千 円）  

区 分  平 成 2 2 年 度  

（ 2 0 1 0 年 度 ）  

平 成 2 7 年 度  

（ 2 0 1 5 年 度 ）  

令 和 ２ 年 度  

（ 2 0 2 0 年 度 ）  

歳 入 総 額  A  1 1 0 , 4 7 5 , 0 7 5  1 1 0 , 1 5 6 , 5 2 9  1 2 7 , 8 5 9 , 2 0 9  

 一 般 財 源  5 8 , 9 5 3 , 4 2 8  5 9 , 5 2 1 , 3 7 8  5 6 , 7 5 5 , 5 2 3  

 国 庫 支 出 金  1 4 , 2 9 4 , 7 2 7  1 5 , 3 6 6 , 8 6 3  4 2 , 9 7 3 , 4 2 5  

 都 道 府 県 支 出 金  5 , 8 5 7 , 9 5 5  5 , 4 5 7 , 0 1 4  7 , 1 6 9 , 2 9 6  

 地 方 債  1 2 , 7 1 6 , 2 0 0  1 6 , 7 0 8 , 1 0 0  8 , 2 8 1 , 7 0 0  

  う ち 過 疎 対 策 事 業 債  1 0 1 , 5 0 0  3 2 0 , 1 0 0  3 8 4 , 2 0 0  

 そ の 他  1 8 , 6 5 2 , 7 6 5  1 3 , 1 0 3 , 1 7 4  1 2 , 6 7 9 , 2 6 5  

歳 出 総 額  B  1 0 8 , 8 6 8 , 0 5 2  1 0 8 , 0 0 6 , 8 0 0  1 2 4 , 7 0 9 , 7 7 0  

 義 務 的 経 費  5 6 , 5 1 0 , 8 7 9  5 6 , 0 8 4 , 3 0 9  5 4 , 4 4 5 , 5 7 3  

 投 資 的 経 費  1 7 , 3 4 1 , 7 8 2  1 9 , 0 5 3 , 6 7 6  1 2 , 9 5 7 , 1 0 2  

  う ち 普 通 建 設 事 業  1 6 , 3 5 6 , 3 3 7  1 9 , 0 4 7 , 8 6 9  1 0 , 4 2 5 , 1 2 5  

 そ の 他  3 5 , 0 1 5 , 3 9 1  3 2 , 8 6 8 , 8 1 5  5 7 , 3 0 7 , 0 9 5  

 （ 過 疎 対 策 事 業 費 ）  （ 1 3 0 , 6 2 1）  （ 3 9 6 , 5 6 7）  （ 4 3 6 , 7 6 6）  

歳 入 歳 出 差 引 額 C（ A - B）  1 , 6 0 7 , 0 2 3  2 , 1 4 9 , 7 2 9  3 , 1 4 9 , 4 3 9  

翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 D 4 0 0 , 8 1 7  1 4 9 , 8 3 2  6 6 3 , 5 6 4  

 実 質 収 支  C - D  1 , 2 0 6 , 2 0 6  1 , 9 9 9 , 8 9 7  2 , 4 8 5 , 8 7 5  

財 政 力 指 数  0 . 6 4  0 . 6 1  0 . 6 1  

公 債 費 負 担 比 率  1 9 . 5  2 0 . 8  1 8 . 3  

実 質 公 債 費 比 率  1 3 . 4  1 1 . 7  8 . 1  

起 債 制 限 比 率  1 2 . 4  1 1 . 7  1 0 . 4  

経 常 収 支 比 率  9 5 . 9  9 4 . 7  9 7 . 0  

将 来 負 担 比 率  1 3 9 . 6  9 9 . 9  6 6 . 7  

地 方 債 現 在 高  1 3 6 , 3 5 7 , 8 2 8  1 3 3 , 8 3 9 , 9 3 6  1 1 9 , 1 5 9 , 0 6 2  
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                    （ 単 位 ：千 円 ）  

区 分  令 和 ５ 年 度  

（ 2 0 2 3 年 度 ）  

令 和 ６ 年 度  

（ 2 0 2 4 年 度 ）  

歳 入 総 額  A  1 1 2 , 3 3 8 , 8 8 1  1 1 5 , 0 7 1 , 2 2 9  

 一 般 財 源  60 , 1 2 8 , 1 6 7  6 2 , 5 9 7 , 3 3 0  

 国 庫 支 出 金  21 , 9 1 1 , 9 8 8  1 9 , 3 5 4 , 1 6 2  

 都 道 府 県 支 出 金  7, 2 8 6 , 0 8 7  6 , 8 1 9 , 8 9 9  

 地 方 債  8, 0 6 7 , 9 0 0  8 , 6 0 3 , 4 0 0  

  う ち 過 疎 対 策 事 業 債  1, 1 2 6 , 3 0 0  7 3 2 , 2 0 0  

 そ の 他  14 , 9 4 4 , 7 3 9  1 7 , 6 9 6 , 4 3 8  

歳 出 総 額  B  1 0 8 , 1 1 2 , 0 9 1  1 1 0 , 8 7 7 , 1 9 1  

 義 務 的 経 費  55 , 6 3 6 , 7 3 1  5 6 , 5 9 9 , 8 1 8  

 投 資 的 経 費  13 , 1 8 4 , 1 4 5  1 3 , 2 8 4 , 0 0 2  

  う ち 普 通 建 設 事 業  12 , 5 3 9 , 0 1 9  1 3 , 2 6 2 , 2 9 9  

 そ の 他  39 , 2 9 1 , 2 1 5  4 0 , 9 9 3 , 3 7 1  

 （ 過 疎 対 策 事 業 費 ）  （ 1,3 2 7 , 0 4 3）  （ 912 , 8 0 5）  

歳 入 歳 出 差 引 額 C（ A - B）  4 , 2 2 6 , 7 9 0  4 , 1 9 4 , 0 3 8  

翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 D 6 3 3 , 6 6 3  1 , 2 9 2 , 6 6 2  

 実 質 収 支  C - D  3 , 5 9 3 , 1 2 7  2 , 9 0 1 , 3 7 6  

財 政 力 指 数  0. 5 8  0 . 5 7  

公 債 費 負 担 比 率  16 . 0  1 4 . 9  

実 質 公 債 費 比 率  5. 4 4 . 9  

起 債 制 限 比 率  8. 7 8 . 1  

経 常 収 支 比 率  95 . 1  9 6 . 0  

将 来 負 担 比 率  34 . 9  3 2 . 0  

地 方 債 現 在 高  10 7 , 6 6 7 , 0 1 0  1 0 5 , 3 5 6 , 9 7 4  
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  イ  施設整備水準等の状況 

    施設整備水準等については，表 1-3(2)のとおりです。  

    今 後 も 呉 市 土 木 未 来 （ と き め き ） プ ラ ン や 呉 市 上 下 水 道 ビ ジ ョ

ン等に基づき，施設整備及び維持管理を進めていきます。  

 

表 1-3(2) 主 要 公共 施 設 等の 整 備 状況  

（ 過 疎 地域 の み の表 ）  

 

区 分  令 和 2 年 度 末  

( 2 0 2 0 年 度 末 )  

令 和 5 年 度 末  

( 2 0 2 3 年 度 末 )  

令 和 6 年 度 末  

( 2 0 2 4 年 度 末 )  

市 道     

 改 良 率 ( % )  1 6 . 2 %  1 7 . 4％  1 7 . 4％  

 舗 装 率 ( % )  8 1 . 4 %  8 1 . 7％  8 1 . 7％  

農 道     

 延 長 ( m )  1 3 9 , 8 3 0ｍ  1 3 9 , 8 3 0 m  1 3 9 , 8 3 0 m  

耕 地 1 h a 当 た り

農 道 延 長 (m )  

2 4 5 . 4ｍ  2 4 5 . 4ｍ  2 4 5 . 4ｍ  

林 道     

 延 長 ( m )  9 0 , 7 9 0ｍ  9 0 , 7 9 0ｍ  9 0 , 7 9 0ｍ  

林 野 1 h a 当 た り

林 道 延 長 (m )  

-  -  -  

水 道 普 及 率 (% )  9 9 . 1 %  9 9 . 1％  9 9 . 1％  

水 洗 化 率 (% )  8 2 . 8 %  7 7 . 3％  7 6 . 3％  

人 口 千 人 当 た り

の 病 院 ， 診 療 所

の 病 床 数 (床 )  

6 . 8 床  7 . 4 床  4 . 2 床  

 

 

 

 

 

 

 

区 分  昭 和 5 5 年 度 末  

( 1 9 8 0 年 度 末 )  

平 成 2 年 度 末  

( 1 9 9 0 年 度 末 )  

平 成 1 2 年 度 末  

( 2 0 0 0 年 度 末 )  

平 成 2 2 年 度 末  

( 2 0 1 0 年 度 末 )  

市 道      

 改 良 率 ( % )  -  -  -  -  

 舗 装 率 ( % )  -  -  -  -  

農 道      

 延 長 ( m )  -  -  1 2 6 , 1 1 6ｍ  1 3 2 , 0 4 4ｍ  

耕 地 1 h a 当 た り

農 道 延 長 (m )  

-  -  7 7 . 8ｍ  1 2 2 . 2ｍ  

林 道      

 延 長 ( m )  -  -  -  9 5 , 6 7 1ｍ  

林 野 1 h a 当 た り

林 道 延 長 (m )  

-  -  -  8 . 0ｍ  

水 道 普 及 率 (% )  -  -  -  9 9 . 0 %  

水 洗 化 率 (% )  -  -  -  7 0 . 5 %  

人 口 千 人 当 た り

の 病 院 ， 診 療 所

の 病 床 数 (床 )  

-  -  -  7 . 1 床  
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 （ 過 疎地 域 を 含む 市 全 体の 表 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 ） 正 確な 数 値 が把 握 で きな い も のに つ い ては 「 -」 を記 載 し てい ま す 。  

 

 

 

  

区 分  昭 和 5 5 年 度 末  

( 1 9 8 0 年 度 末 )  

平 成 2 年 度 末  

( 1 9 9 0 年 度 末 )  

平 成 1 2 年 度 末  

( 2 0 0 0 年 度 末 )  

平 成 2 2 年 度 末  

( 2 0 1 0 年 度 末 )  

市 道      

 改 良 率 ( % )  1 5 . 2 %  1 4 . 9 %  1 6 . 6 %  1 4 . 7 %  

 舗 装 率 ( % )  6 4 . 4 %  8 8 . 0 %  8 9 . 3 %  8 9 . 8 %  

農 道      

 延 長 ( m )  -  -  2 0 4 , 2 0 4 m  2 0 2 , 0 5 9 m  

耕 地 1 h a 当 た り  

農 道 延 長 (m )  

-  -  9 9 . 3 m  1 4 4 . 6 m  

林 道      

 延 長 ( m )  -  -  -  1 2 6 , 3 3 4 m  

林 野 1 h a 当 た り  

林 道 延 長 (m )  

-  -  -  6 . 4 m  

水 道 普 及 率 (% )  9 4 . 2 %  9 7 . 0 %  9 8 . 1 %  9 9 . 1 %  

水 洗 化 率 (% )  3 4 . 5 %  5 7 . 9 %  7 8 . 2 %  9 0 . 4 %  

人 口 千 人 当 た り の

病 院 ， 診 療 所 の 病

床 数 (床 )  

1 7 . 1 床  2 0 . 2 床  1 9 . 6 床  1 9 . 4 床  

区 分  令 和 2 年 度 末  

( 2 0 2 0 年 度 末 )  

令 和 5 年 度 末  

( 2 0 2 3 年 度 末 )  

令 和 6 年 度 末  

( 2 0 2 4 年 度 末 )  

市 道     

 改 良 率 ( % )  1 5 . 6 %  1 6 . 2％  1 6 . 2％  

 舗 装 率 ( % )  9 0 . 1 %  9 0 . 2％  9 0 . 2％  

農 道     

 延 長 ( m )  2 1 0 , 7 8 3ｍ  2 1 0 , 7 8 3ｍ  2 1 0 , 7 8 3ｍ  

耕 地 1 h a 当 た り  

農 道 延 長 (m )  

2 7 3 . 0ｍ  2 7 3 . 0ｍ  2 7 3 . 0ｍ  

林 道     

 延 長 ( m )  1 2 1 , 4 5 3ｍ  1 2 1 , 4 5 3ｍ  1 2 1 , 4 5 3ｍ  

林 野 1 h a 当 た り  

林 道 延 長 (m )  

5 . 9ｍ  5 . 9ｍ  5 . 9ｍ  

水 道 普 及 率 (% )  9 9 . 3 %  9 9 . 3％  9 9 . 2％  

水 洗 化 率 (% )  9 3 . 8 %  9 3 . 0％  9 2 . 5％  

人 口 千 人 当 た り の

病 院 ， 診 療 所 の 病

床 数 (床 )  

2 0 . 1 床  2 1 . 0 床  2 0 . 6 床  
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 (4) 地域の持続的発展の基本方針  

  ア  方向性  

    こ こ ま で に 述 べ て き た よ う に ， 本 市 の 過 疎 地 域 は ， 急 速 に 進 む

人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 を 背 景 に ， 地 域 の 経 済 ・ 社 会 が 縮 小 し ， 交

通 ， 病 院 ， 買 い 物 な ど の 生 活 に 必 要 な サ ー ビ ス が 低 下 し て い る 状

況にあります。  

    し か し な が ら ， 過 疎 地 域 に は ， 豊 か な 自 然 環 境 と そ れ を 基 盤 と

し て 受 け 継 が れ て き た 農 業 ， 水 産 業 な ど の 産 業 ， そ れ ぞ れ の 地 域

が 有 す る 独 自 の 歴 史 ・ 文 化 と い っ た 都 市 部 に は な い 魅 力 が あ り ま

す。  

    こ う し た 過 疎 地 域 が 持 つ 多 面 的 な 機 能 は ， そ こ に 暮 ら す 人 々 の

み な ら ず ， 広 く 市 民 の 豊 か な 暮 ら し を 支 え る 重 要 な 役 割 を 果 た し

ています。  

    本市では，令和３年（ 2021 年）３月に長期的かつ総合的な市政

の 計 画 的 運 営 の 指 針 と し て ， 第 ５ 次 呉 市 長 期 総 合 計 画 を 策 定 し ま

し た 。 こ の 計 画 は ， 過 疎 地 域 を 含 め て ， 人 口 減 少 や 情 報 通 信 技 術

の 急 速 な 進 歩 へ の 対 応 な ど ， 本 市 が 直 面 す る 課 題 に 正 面 か ら 向 き

合 い ， 未 来 の あ る べ き 呉 市 を 描 き ， そ の 実 現 に 取 り 組 ん で い く た

めに策定したものです。  

    そ う し た こ と か ら ， 本 計 画 に お い て も ， 第 ５ 次 呉 市 長 期 総 合 計

画 に 掲 げ る 将 来 都 市 像 の 実 現 に 向 け た 取 組 を 推 進 す る こ と で ， 過

疎地域の持続的発展に取り組んでいきます。  

【将来都市像】  

１  質の高い生活が実現されるスマートシティ ※ １ 「くれ」  

    市 内 全 域 に 張 り 巡 ら さ れ た 高 速 通 信 網 を 基 盤 に ， 呉 駅 周 辺 か ら

ス マ ー ト 化 さ れ た ま ち が ， 全 市 域 に 拡 が る 形 で ， Society5.0※ ２

が実現しています。  

  ２  新たなチャレンジでビジネスチャンスを生み育てる「くれ」  

    中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 が 自 助 努 力 と 創 意 工 夫 を 重 ね て 持 続 的 に

発 展 し ， 呉 市 の 産 業 を 支 え て い ま す 。 チ ャ レ ン ジ 精 神 に 富 ん だ 女

性 や 若 者 が 起 業 し ， 新 た な 事 業 が 次 々 に 生 ま れ て い ま す 。 観 光 が

基 幹 産 業 の ひ と つ と な り ， ニ ー ズ を 重 視 し た 付 加 価 値 の 高 い サ ー

ビスが提供され，生業と雇用が創出されています。  

３  都会にはない心地よい暮らしが人々を惹
ひ

きつける「くれ」  

    呉 市 の 島 し ょ 部 等 に ， 都 会 と 変 わ ら な い 通 信 環 境 が 整 備 さ れ ，

テ レ ワ ー ク や ワ ー ケ ー シ ョ ン ， 二 地 域 居 住 な ど の 柔 軟 な 働 き 方 や

暮 ら し 方 が 浸 透 し ， オ ン ラ イ ン に よ る 行 政 サ ー ビ ス ・ 診 療 ・ 学 習

な ど が 行 わ れ て い ま す 。 ま た ， ス マ ー ト 化 に よ る 新 た な 農 水 産 業



19 

 

が 形 成 さ れ る な ど ， 働 き 学 ぶ 環 境 と 豊 か な 自 然 が も た ら す 心 地 よ

い暮らしは多くの人を惹きつけ，移り住む人が増えています。  

４  災害に屈しない強靱
じん

なまち「くれ」  

    豪 雨 や 台 風 ， 地 震 な ど に よ る 災 害 に 備 え て 都 市 基 盤 が 整 備 さ れ ，

多 様 な 主 体 の 協 働 で 地 域 の 防 災 力 が 充 実 す る な ど ， 安 全 で 安 心 な

まちがつくられています。  

５  ＳＤＧｓ ※ ３ を通して豊かな未来を創る「くれ」  

    市民や企業などが，持続可能な未来を示すための羅針盤としての

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理解を深め，その達成に向けて

行動しています。 

 

【令和12年度（2030年度）末における呉市の都市像】 

 

 

 

 
※ １  ス マ ー ト シ テ ィ ： 都 市 や 地 域 が 抱 え る 様 々 な 課 題 に 対 し て ， Ａ Ｉ な ど の 新 技

術 を 活 用 し て 計 画 ， 整 備 ， 管 理 ・ 運 営 等 の マ ネ ジ メ ン ト が

行 わ れ た持 続 可 能な 都 市 ・地 区  

※ ２  Society5.0： ソ サ エ テ ィ 5.0。 「 第 ５ 期 科 学 技 術 基 本 計 画 」 （ 平 成 28年 (2016

年 )１ 月 22日 閣 議 決 定 ） に お い て 我 が 国 が 目 指 す べ き 未 来 社 会

の 姿 と し て 提 唱 さ れ た ， 狩 猟 社 会 （ Society1.0） ， 農 耕 社 会

（ Society2.0 ） ， 工 業 社 会 （ Society3.0 ） ， 情 報 社 会

（ Society4.0） に 続 く ， サ イ バ ー 空 間 （ 仮 想 空 間 ） と フ ィ ジ カ

ル 空 間 （ 現 実 空 間 ） を 高 度 に 融 合 さ せ た シ ス テ ム に よ り ， 経 済

発 展 と 社 会 的 課 題 の 解 決 を 両 立 す る ， 人 間 中 心 の 社 会

（ Society） を 指 す。  

※ ３  ＳＤ Ｇ ｓ ：エ ス ・ ディ ー ・ ジー ズ 。 Sustainable Development Goals（ 持 続 可

能 な 開 発 目 標 ） の 略 。 平 成 27年 (2015年 )９ 月 の 国 連 サ ミ ッ ト で 採

択 さ れ た 「 持 続 可 能 な 開 発 の た め の 2030ア ジ ェ ン ダ 」 で 記 載 さ れ

た 令 和 12年 (2030年 )ま で の 国際 目 標  

 

  イ  基本的な施策  

    本計画においては，第５次呉市長期総合計画で掲げた八つの政策

分野ごとに取り組む施策を実施することで，過疎地域の持続的発展

に取り組んでいきます。 

○政策分野 １  子育て・教育分野 

     若い世代が安心して子どもを産み育て，未来を創る人材を育て

るまち 

○政策分野 ２  福祉保健分野 

     誰もが，住み慣れた地域で，健やかに安心して暮らし続けるこ

とができるまち 

○政策分野 ３  市民生活・防災分野 

誰もが住み続けたい，行ってみたい，人を惹きつけるまち「くれ」 

～イキイキと働き，豊かに安心して暮らし，ワクワク生きる～ 
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     多様な主体が協働し，誰もが安心して笑顔で暮らせるまち 

○政策分野 ４  文化・スポーツ・生涯学習分野 

     文化芸術やスポーツに親しみ，生涯を通じて学ぶことができる

まち 

○政策分野 ５  産業分野 

     誰もがチャレンジでき，時代を先取る産業を創造できるまち 

○政策分野 ６  都市基盤分野 

     誰もが安全・安心で快適に暮らせる持続可能なまち 

○政策分野 ７  環境分野 

     豊かな環境を次の世代につなぐまち 

○政策分野 ８  行政経営分野 

     市民の視点に立った効率的な市政を運営するまち 

 

 (5) 地域の持続的発展のための基本目標 

   過疎地域の持続的発展のための基本目標として，本計画や第５次呉

市長期総合計画，呉市人口戦略プラン等に掲げた施策が一定の効果を

発揮することを想定し，過疎地域の人口を令和 17 年（2035 年）に約

2.5 万人を維持することとします。 

   過疎地域の将来人口推計については，第５次呉市長期総合計画の呉

市人口ビジョンで示した将来人口推計を基に，過疎地域の人口構成や

出生・移動の人口変化の特性を反映し，算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
令和２年  

（ 2020 年）  

令和 7 年  

（ 2025 年）  

令和 12 年  

（ 2030 年）  

令和 17 年  

（ 2035 年）  

過疎地域の人口

推計  
38,381 33,399 29,229 25,726 

38,381 
33,399 

29,229 
25,726 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

令和２年 令和７年 令和12年 令和17年

図 1-1 過疎 地 域 の将 来 人 口推 計  

表 1-2 過疎 地 域 の将 来 人 口推 計  （ 単 位 ： 人 ）  

（ 単 位 ： 人 ）  

(2020 年 ) (2030 年 ) (2025 年 ) (2035 年 ) 
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  【 参 考 （ 呉 市人 口 ビ ジョ ン に おけ る 呉 市全 体 の 将来 人 口 推計 ） 】  

（ 市 民 アン ケ ー ト調 査 結 果に お け る市 民 の 希望 ）  

〇 結 婚 した い と 思う 人 （ 結婚 し て いな い 人 のう ち 78.9%が 希 望 ）  

〇 理 想 とす る 子 ども の 数 （ 1.79 人 ）  

※ 「 『 結 婚 ・ 出 産 ・ 子 育 て 』 に 関 す る 意 識 調 査 （ 令 和 6 年 度 (2024 年 度 )） 」  

 

（ 推 計 条件 に 関 する 設 定 ）  

   令和 17 年 （ 2035 年 ）に 呉 市 民希 望 出 生率 1.79， 令 和 27 年 （ 2045 年 ） に は ，人

口 置 換 水準 2.07 に達 し ， その 後 は 人口 置 換 水準 が 維 持さ れ る もの と し ます 。  

   また ， 令 和 12 年 か ら 令和 27 年 まで の 15 年 間 で ， 20～ 30 歳 代の 転 入 者数 が ， 社

人 研 推 計（ 令 和 5 年 推 計 ）に 対 し ，約 10,000 人 増 加 する こ と とし ま す 。  

 

（ 注 ） 市 民 希 望 出 生 率 と は  

○  市 民 の 結 婚 ・ 出 産 に 関 す る 希 望 を 実 現 し た 場 合 の 出 生 率  

結 婚 ・ 出 産 ・ 子 育 て に 関 す る ア ン ケ ー ト を も と に 以 下 の と お り 算 出  

市 民 希 望 出 生 率 ＝ 有 配 偶 者 の 割 合 ×理 想 の 子 ど も 数 （ 有 配 偶 者 ）  

           ＋ （ 独 身 者 の 割 合 ×結 婚 希 望 者 の 割 合 （ 独 身 者 ）  

           ×理 想 の 子 ど も 数 （ 独 身 者 ） ） ×離 死 別 の 影 響  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
令 和 ２ 年  

(2020 年 ) 

令 和 ７ 年  

(2025 年 ) 

令 和 12 年  

(2030 年 ) 

令 和 17 年  

(2035 年 ) 

呉 市 全 体の 推 計  214,592 195,032 181,327 172,845 

 

 

 

 

 

 

  
令 和 22 年  

(2040 年 ) 

令 和 27 年  

(2045 年 ) 

令 和 32 年  

(2050 年 ) 

呉 市 全 体の 推 計  165,715 160,445 151,654 

（ 注 ） 令和 ２ 年 （ 2020 年 ） は総 務 省 統計 局 「 国勢 調 査 」の 実 績 値  

図 1-3 将来 人 口 推計  

表 1-4 将来 人 口 推計  （ 単 位 ： 人 ）  

（ 単 位 ： 人 ）  

214,592 
195,032 

181,327 
172,845 165,715 160,445 

151,654

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年
(2020 年 ) (2025 年 ) (2030 年 ) (2035 年 ) (2040 年 ) (2045 年 ) (2050 年 ) 
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 (6) 計画の達成状況の評価に関する事項 

   令和 12 年度（2030 年度）実施予定の国勢調査の結果に基づいて，

基本目標の達成状況について検証します。 

 (7) 計画期間 

   令和８年（2026 年）４月１日から令和 13 年（2031 年）３月 31 日

までの５年間とします。 

 (8) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合  

   人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 に 伴 う 税 収 の 減 少 が 懸 念 さ れ る 中 ， 将 来

の 人 口 規 模 ， 財 政 規 模 に ふ さ わ し い 行 政 サ ー ビ ス を 安 全 か つ 継 続

的 に 提 供 し て い く た め ， 呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お い て ，

公 共 施 設 等 の 「 量 」 と 「 質 」 の 適 正 化 を 図 る こ と と し て お り ， こ

の 考 え 方 と 整 合 性 を と り な が ら 計 画 的 ・ 総 合 的 な ま ち づ く り を 推

進 し て い き ま す 。   



23 

 

２  移住・定住，地域間交流の促進，人材育成 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野３ 市民生活・防災分野 ，政策

分野５ 産業分野 ，政策分野６ 都市基盤分野） 

 

(1) 現況と問題点   

〇人口が減少し，空き家が増加しています。空き家の適正な管理，移

住・定住の促進，多様な居住スタイルに対応した住み替えの促進な

ど，魅力ある住環境を確保する必要があります。 

〇人口減少，少子高齢化により地域の活力が低下しています。一方，

人口密度の低い自然環境豊かな過疎地域の価値が改めて評価されつ

つあります。これを好機と捉え，関係人口の増加や移住・定住の促

進につながる取組を実施していく必要があります。 

〇高齢化や人口減少，地域活動への関心の低下により，まちづくりの

担い手が不足しています。市民一人ひとりが地域社会に関心を持ち，

自らがまちづくりの主体であると認識し，自発的に行動することが

求められています。 

 

(2) その対策   

〇空き家の利活用や住宅取得の支援などを推進し，移住・定住の促進

につなげていきます。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大を契機としたテレワークやワーケ

ーションへの関心の高まりなど，働き方や生活様式に対する社会の

変化に柔軟に対応し，サテライトオフィスなどの誘致に積極的に取

り組みます。 

○市民協働による自主的で自立したまちづくりを進めるため，移住者

や関係人口を含め，自発的に地域に関わろうとする多様な担い手の

参画や育成をサポートします。 

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策  

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

１  移 住 ・ 定 住 ， 地 域  

 間 交 流 の 促 進 ， 人 材  

 育 成  

(4) 過 疎 地 域 持  

 続 的 発 展 特 別  

 事 業  

  移 住 ・ 定 住  

移住・定住促進事業  

 

空き家の利活用促進

事業  

 

市  

 

市  

 

  ワーケーション誘致

事業  

市   
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   人 材 育 成  地 域 力 向 上 の た め の

人材育成事業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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３  産業の振興 

  （第５次呉市長期総合計画  政策分野５  産業分野，政策分野６  都

市基盤分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○地域産業の活性化に向け，創業・起業などを志す女性や若者を始め，

あらゆる人の新たなチャレンジに対し，地域全体で応援する環境を

整える必要があります。 

〇地域間・男女間の賃金格差や，様々な場面にあるアンコンシャス・

バイアス（無意識の思い込み）などにより，若者・女性の地方離れ

が進行しています。 

〇男女共同参画に向けた取組を推進するとともに，女性の経営活動へ

の参画に向けた環境を整備する必要があります。 

〇テレワークやワーケーションなどの柔軟な働き方に対応した企業誘

致にも取り組む必要があります。 

〇 農 業 ・ 漁 業 は ， 作 業 環 境 の 厳 し さ や 不 安 定 な 収 入 等 か ら 従 事 者 が

年々減少しています。 

〇もうかる農水産業への転換を図るため，品質や付加価値を高めるこ

とによるブランド化を推進する必要があります。 

〇農業の生産性向上のため，農道等の農業基盤の整備を行う必要があ

ります。 

〇有害鳥獣による被害や遊休農地の増加は，農村環境の保全にも影響

を及ぼしています。自然環境の保全等，多面的な役割を果たしてい

る農業を維持していく必要があります。 

〇地球温暖化に伴う海水温の上昇による海藻の立ち枯れや沿岸域の開

発などにより，天然の藻場・干潟が減り，水産資源が減少していま

す。 

○漁港・港湾の施設・海岸等は，老朽化，台風や高潮等により損傷が

生じるおそれのある箇所があります。  

〇観光客が満足する商品やサービスを提供することで，滞在時間の延

伸と観光消費額の増加を図る必要があります。  

 

(2) その対策   

〇 あ ら ゆ る 人 の 新 た な チ ャ レ ン ジ に 対 し て ， 市 民 ， 民 間 企 業 等 と 連

携・協力して，地域全体で創業機運の醸成と起業家の支援・育成を

図り，地域産業の活性化に取り組みます。  

〇新型コロナウイルス感染症の拡大を契機としたテレワークやワーケ

ーションへの関心の高まりなど，働き方や生活様式に対する社会の

変化に柔軟に対応し，サテライトオフィスなどの誘致につながるよ

う積極的に取り組みます。  
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〇農水産業者の新規就業の前後から定着に至るまで，きめ細やかな支

援に取り組むことで，新規就業者の確保・育成を図るなど，多様な

担い手の確保に取り組みます。  

○ＡＩ ※ １ やＩｏＴ ※ ２ などの先端技術を活用したスマート農水産業を

推進し，農水産物の品質・生産性の向上や省力化を図ります。 

〇品質や付加価値の向上による農水産物のブランド化を推進します。  

〇生産性の向上と経営規模の拡大等を図るため，農地や農道等の農業

生産基盤の整備・保全を推進します。  

〇農村環境の維持・保全に取り組む団体等への支援や，効果的な有害

鳥獣被害対策を実施します。  

〇魚礁等による藻場の整備や栽培漁業の推進，海底堆積物の除去等を

行い，漁場環境を維持・修復し，水産資源の確保を図ります。  

〇漁港・港湾機能等を守るため，消波ブロックの設置など漁港・港湾

の海岸施設等の計画的な整備・改修と適切な維持管理を行います。 

〇地域の歴史や文化，自然等の特性を生かしながら，観光客のニーズ

に応じた付加価値の高いサービスを提供することで，滞在時間の延

伸と観光消費額の増加を図ります。  

 

 ※ １  Ａ Ｉ ： エー ・ ア イ。 Artificial Intelligence（人 工 知 能） の 略 。人 工 的 な方

法 に よ る 学 習 ， 推 論 ， 判 断 等 の 知 的 な 機 能 の 実 現 及 び 人 工 的 な 方 法 に

よ り 実 現し た 当 該機 能 の 活用 に 関 する 技 術  

 ※ ２  Ｉ ｏ Ｔ ：ア イ ・ オー ・ テ ィー 。 Internet of Things（ モノ の イ ンタ ー ネ ット ）

の 略 。 自 動 車 ， 家 電 ， ロ ボ ッ ト ， 施 設 な ど あ ら ゆ る モ ノ が イ ン タ ー

ネ ッ ト に つ な が り ， 情 報 の や り 取 り を す る こ と で ， モ ノ の デ ー タ 化

や そ れ に 基 づ く 自 動 化 等 が 進 展 し ， 新 た な 付 加 価 値 を 生 み 出 す と い

う コ ン セプ ト を 表し た 語  

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

２  産 業 の 振 興  (1) 基 盤 整 備  

  農 業  

農 道 保 全 対 策 事 業  県 ・ 市   

  農 業 振 興 施 設 整 備 事 業  

 

農 道 改 良 事 業  

 

市  

 

市  

 

  農業用水路改良事業  

 

市   
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  農地等整備事業  

 

県 ・ 市   

   水 産 業  水産基盤整備事業  

 

県 ・ 市   

  水 産 物 荷 さ ば き 施 設 整

備事業  

 

市   

 (2) 漁 港 施 設  漁港施設整備等事業  

 

県 ・ 市   

  漁 港 海 岸 保 全 施 設 整 備

等事業  

 

県 ・ 市   

  港 湾 海 岸 保 全 施 設 整 備

等事業  

 

県 ・ 市   

  港湾施設整備等事業  

 

県 ・ 市   

 (9) 観 光 又 は レ ク  

 リ エ ー シ ョ ン  

観 光 ・ レ ク リ エ ー シ ョ

ン施設等整備事業  

県 ・ 市   

     

 (10)過 疎 地 域 持 続  

 的 発 展 特 別 事 業  

  第 １ 次 産 業  

新 規 就 農 者 総 合 支 援 事

業  

 

農 業 参 入 企 業 等 支 援 事

業  

 

市  

 

 

市  

 

  フ ル ー ツ 産 地 力 強 化 事

業  

 

市   

  有害鳥獣対策事業  

 

市   

  多 世 代 交 流 型 農 村 環 境

保全事業  

 

市   

  遊 休 農 地 再 生 支 援 事 業  

 

市   

  産 地 育 成 ・ 地 産 地 消 推

進事業  

 

 

市   
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  松林保全事業  

 

市   

  新 規 漁 業 就 業 者 総 合 支

援事業  

 

市   

  増養殖事業  

 

市   

  稚魚放流助成事業  

 

市   

  ス マ ー ト 農 水 産 業 推 進

事業  

 

市   

  環 境 配 慮 型 農 業 推 進 事

業  

 

市   

   商 工 業 ・ ６ 次  

  産 業 化  

中小企業等振興事業  

 

市   

  販路拡大推進事業  

 

市   

  起 業 家 支 援 プ ロ ジ ェ ク

ト  

 

市   

 

 

  観 光  観光客誘致事業  

 

市   

  安 芸 灘 大 橋 通 行 料 補 助

事業  

 

市   

   企 業 誘 致  企業立地条例助成事業  

 

市   
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 (4 ) 産 業 振 興 促 進 事 項   

 ア  産業振興促進区域及び振興すべき業種  

産 業 振 興 促 進 区 域  業 種  計 画 期 間  備 考  

旧 下 蒲 刈 町 ， 旧 蒲

刈 町 ， 旧 豊 浜 町 ，

旧 豊 町 ， 旧 倉 橋

町 ， 旧 音 戸 町 ， 旧

川 尻 町 ， 旧 安 浦 町  

製 造 業 ， 情 報 サ ー

ビ ス 業 等 ， 農 林 水

産 物 等 販 売 業 ， 旅

館 業 ， 海 運 業  

令 和 ８ 年 (2026 年 )４ 月

１ 日 ～  

令 和 13 年 (2031 年 )３ 月

31 日  

 

 

 

 イ  当該業種の振興を促進するために行う事業内容  

 (ｱ) 製造業及び情報サービス業等 

取 組 事 業  説 明  

中 小 企 業・ 小 規 模企 業  

の 振 興  

中 小 企 業・ 小 規 模企 業 へ の専 門 家 によ る 助 言， 賃 上 げ環  

境 の 整 備等 ， 経 営革 新 等 への 支 援 ，働 き や すい 職 場 環境  

づ く り ，中 小 企 業・ 小 規 模企 業 振 興会 議 に 基づ く 新 たな  

施 策 の 検討 な ど  

金 融 支 援の 充 実  呉 市 中 小企 業 融 資制 度 ， セー フ テ ィネ ッ ト 保証 の 認 定な  

ど  

新 事 業 ・新 製 品 開発 ，  

技 術 伝 承・ 後 継 者育 成  

支 援 事 業  

 

く れ 産 業振 興 セ ンタ ー 等 によ る 新 事業 ・ 新 製品 開 発 に対  

す る 支 援や 技 術 伝承 ・ 後 継者 育 成 に関 す る 相談 ， 次 世代  

型 ビ ジ ネス モ デ ル支 援 サ ービ ス 「 Ｂｉ ｔ ’ s 呉 」 に よる  

効 果 的 な支 援 プ ログ ラ ム の提 供 な ど  

く れ 医 工連 携 推 進事 業  医 療 ・ 福祉 ， 教 育機 関 ， 企業 ， 支 援機 関 等 との 懇 談 会の  

開 催 な ど  

経 営 力 強化 事 業  物 販 事 業の 参 加斡 旋
あっせん

， 国 内 外 への 販 路 拡大 を 目 的と し た  

商 談 機 会の 創 出 ，販 路 拡 大セ ミ ナ ーの 開 催 ，呉 市 産 業マ  

イ ス タ ー表 彰 な ど  

農 水 産 業連 携  農 水 産 業者 と 連 携し た 販 路開 拓 ・ 拡大 へ の 支援 な ど  

創 業 ・ 起業 支 援 事業  

 

呉 市 が 実施 す る クラ ウ ド ファ ン デ ィン グ 型 ふる さ と 納税  

に よ り 資金 を 調 達す る 起 業家 支 援 プロ ジ ェ クト ， 創 業・  

起 業 支 援ポ ー タ ルサ イ ト の開 設 ， プラ ッ ト フォ ー ム の構  

築 ， 販 路 拡 大 セ ミ ナ ー の 開 催 ， 支 援 機 関 に よ る 経 営 支

援 ， 起 業家 同 士 の交 流 促 進な ど  

企 業 誘 致・ 留 置 対策  

 

ト ッ プ セー ル ス 等の 積 極 的・ 効 果 的な 企 業 誘致 ， 大 規模  

設 備 投 資に 対 す る助 成 な ど  

新 し い 生活 様 式 に対 応  

し た 企 業誘 致  

サ テ ラ イト オ フ ィス の 誘 致， ワ ー ケー シ ョ ンの 促 進 など  

 

 

(ｲ) 農林水産物等販売業 

取 組 事 業  説 明  

多 様 な 担い 手 の 確保 ・  

育 成  

新 規 就 農 者 ・ 漁 業 就 業 者 の 総 合 支 援 ， 新 規 農 業 参 入 企

業 へ の 支援 な ど  

農 業 ・ 漁業 経 営 の安 定  

化  

養 殖 漁 業・ 水 産 加工 業 等 への 参 入 支援 な ど  

農 地 集 積の 推 進  農 地 集 積に 係 る 取組 を 支 援  
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ス マ ー ト農 業 ・ 水産 業  

の 推 進  

先 端 技 術を 活 用 した 農 業 ・水 産 業 への 支 援 など  

産 地 育 成・ 農 水 産物  

の ブ ラ ンド 化 の 推進  

フ ル ー ツ 等 特 産 物 の 生 産 拡 大 ， ６ 次 産 業 化 ・ 農 商 工 連

携 な ど  

農 水 産 物の Ｐ Ｒ 推進 ，  

販 路 拡 大支 援  

首 都 圏 や 広 域 都 市 圏 等 で の Ｐ Ｒ ， 販 路 拡 大 へ の 支 援 な

ど  

地 産 地 消の 推 進  産 直 市 の開 催 ， 学校 給 食 への 呉 市 産食 材 の 提供 な ど  

農 業 生 産基 盤 の 整備 ・  

保 全  

生 産 性 向 上 を 図 る た め の 農 地 整 備 ， 農 業 用 施 設 の 安 全

性 確 保 ・機 能 維 持に 向 け た計 画 的 な管 理 な ど  

農 村 環 境の 保 全  農 村 環 境 の 維 持 ・ 保 全 に 取 り 組 む 団 体 等 に 対 す る 支 援

な ど  

有 害 鳥 獣被 害 対 策の 充  

実  

防 護 柵 設 置 助 成 ， 狩 猟 免 許 取 得 助 成 ， ジ ビ エ の 活 用 な

ど  

農 業 振 興施 設 の 活用  農 業 振 興施 設 の 改修 ・ 整 備， 農 業 体験 機 会 の提 供 な ど  

水 産 資 源の 確 保 ・増 大  藻 場 造 成， 栽 培 漁業 の 支 援な ど   

漁 場 環 境の 整 備 ・保 全  藻 場 造 成 ， 海 底 堆 積 物 の 除 去 ， 漁 場 の 持 つ 公 益 的 機 能

の 啓 発 に よ る 市 民 と 共 同 し た 漁 業 環 境 の 維 持 ・ 保 全 な

ど  

漁 港 ・ 港湾 施 設 等の 整  

備  

老 朽 化 した 漁 港 ・港 湾 施 設等 の 計 画的 改 修 など  

漁 港 ・ 湾港 施 設 等の 維  

持 管 理  

漁 港 ・ 湾港 施 設 等の 適 切 な維 持 管 理  

 

(ｳ) 旅館業 

取 組 事 業  説 明  

マ ー ケ テ ィ ン グ に

基 づ く 戦 略 的 な 観

光 振 興  

顧 客 ニ ー ズ を 把 握 す る た め の 調 査 ， 顧 客 デ ー タ ベ ー ス の 構

築 （ マ ー ケ テ ィ ン グ の Ｄ Ｘ 化 ） ， 調 査 デ ー タ に 基 づ く 戦 略

の 策 定 ， 観 光 情 報 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 構 築 ， 戦 略 的 な プ ロ

モ ー シ ョン の 展 開な ど  

民 間 に お け る 観 光

産 業 の 質 的 向 上 の

継 続 に よ る 顧 客 獲

得  

歴 史 や 文 化 ・ 自 然 な ど の 観 光 資 源 の 更 な る 魅 力 向 上 ， 顧 客

ニ ー ズ を分 析 し た新 た な 観光 プ ロ ダク ト の 開発 な ど  

観 光 に 関 す る 市 民

意 識 の 醸成  

観 光 産 業 へ の 市 民 意 識 の 向 上 を 図 る 講 座 な ど の 開 催 及 び 市

民 へ の 情報 発 信 ，郷 土 愛 を育 む 機 会の 充 実 など  

観 光 推 進 体 制 の 充

実  

ツ ー リ ズ ム Ｋ Ｕ Ｒ Ｅ を 中 心 に ， 地 域 内 の 経 済 循 環 を 高 め ，

地 域 経 営の 視 点 に立 っ た 持続 可 能 な観 光 づ くり を 推 進  

観 光 施 設 の 魅 力 向

上  

観 光 資 源の 更 な る魅 力 ア ップ  

 

(ｴ) 海運業 

取 組 事 業  説 明  

事 業 継 続支 援  「 一 杯 船主 ※ 」 の 事業 継 続 等を 支 援  

※  所 有 船 舶 が 1 隻 で ， 家 族 船 員 と と も に 自 ら も 乗 り 組 む 船 主  
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(ｵ) 共通  

取 組 事 業  説 明  

租 税 特 別措 置 の 活  

用 促 進 事業  

市 内 外 を 問 わ ず ， 事 業 者 に 対 す る 積 極 的 な 制 度 周 知 ， 相 談

対 応 を 実 施 し ， 企 業 誘 致 の 促 進 ， 既 存 事 業 者 の 設 備 投 資 に

伴 う 経 済支 援  

地 方 税 の課 税 免 除  計 画 区 域 に お け る ， 対 象 業 種 の 設 備 投 資 に 対 す る 地 方 税 を

軽 減 し ，事 業 の 継続 ， 拡 張を 支 援  

 

   産業振興を促進するための事業については，近隣市町との連携も視

野に入れ実施します。 

 

 (5) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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４  地域における情報化 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野８ 行政経営分野） 

 

(1) 現況と問題点   

〇 ＡＩやＩｏＴなどの革新的なデジタル技術が進展し，それらがデー

タを核に駆動することで，社会の在り方が大きく変わろうとしてい

ます。このデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） ※ の波は

止まることなく，人類社会が次のステージへ向かうきっかけとなる

と考えられており，これらの技術革新や社会変革に迅速かつ柔軟に

対応することが必要とされています。  

〇少子高齢化の進行や産業構造の変化，自然災害や新型コロナウイル

ス感染症の影響等によるライフスタイル・ワークスタイルの変化な

ど，市民のニーズが多様化・複雑化していま す。様々な分野にお け

るＩＣＴの活用により，より質の高い行政サービスを継続的に提供

することが求められています。  

※  デ ジ タ ル ・ ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン （ Ｄ Ｘ ） ： Ｉ Ｃ Ｔ の 浸 透 が 人 々 の 生 活 を

あ ら ゆ る 面 で よ り 良 い 方 向 に

変 化 さ せる こ と 。  

(2) その対策   

〇技術革新や社会変革に伴い刻々と変化する地域における課題に的確

に対応していくため，市内のほぼ全域に整備した光ファイバーによ

る高速通信網を基盤として，子育て・教育・交通・産業などあらゆ

る分野においてＡＩやＩｏＴなどの先端技術を積極的に活用してい

くとともに，公共及び民間が持つビッグデータを，「データプラッ

トフォームくれ」を通じて積極的に公開していきます。これにより，

市民生活の質の向上や新たな産業の創出などを図り，地域課題の解

決や地域経済の活性化を推進していきます。  

〇全庁的なＢＰＲ ※ 1（業務改革）とデジタル化の推進を一体的に進め，

業務を省力化するためのＲＰＡ ※ 2 の有効利用，データに基づく政策

立案（ＥＢＰＭ ※ 3）の推進，庁内手続を始めとする様々な手続の簡

素化  ・ オンラ イ ン化を 図 ること で ，市役 所 の業務 全 般が満 足 度の

高いサービスとなるよう取り組んでいきます。  

また，生成ＡＩをあらゆる分野で積極的に活用し，業務の高度化・

効率化を図ります。  

 

※ １  ＢＰ Ｒ ： Business Process Re-engineering（ 業 務 改革 ） の 略。 業 務 のプ ロ セ

ス 全 体 に つ い て ， 詳 細 に 分 析 ・ 評 価 ・ 改 善 を 行 う こ と を 通 じ て ， 利

便 性 向 上と 抜 本 的な 業 務 効率 化 の 双方 を 実 現す る 手 法  

※ ２  ＲＰ Ａ ： Robotic Process Automation の 略。 人 が 行う 定 型 的な パ ソ コン 操 作

を ソ フ トウ ェ ア のロ ボ ッ トが 代 替 して 自 動 化す る 技 術  
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※ ３  ＥＢ Ｐ Ｍ ： Evidence Based Policy Making （ 証 拠 に基 づ く 政策 立 案 ）の 略 。

政 策 の 企 画 を そ の 場 限 り の エ ピ ソ ー ド に 頼 る の で は な く ， 政 策 目

的 を 明 確 化 し た 上 で 合 理 的 根 拠 （ エ ビ デ ン ス ） に 基 づ く も の と す

る こ と 。  

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業

主 体  

備 考  

３  地 域 に お け  

 る 情 報 化  

(1) 電 気 通 信 施 設 等  

 情 報 化 の た め の 施  

 設  

  そ の 他 の 情 報 の  

  た め の 施 設  

 

Ｉ Ｃ Ｔ 施 策 推 進 事

業  

市   

  

(4)  公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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５  交通施設の整備，交通手段の確保 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野６ 都市基盤分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○地形的な特性から道路幅員が狭あいな箇所が多く，消防・救急活動

などに支障を来す箇所もあるため，拡幅などの道路整備が必要とな

っています。また，災害発生時にも迅速・適切な初動対応を可能と

するため，緊急輸送道路等の機能強化，橋りょう等の予防保全によ

る老朽化対策を行う必要があります。 

○人口減少に伴う利用者の減少により公共交通の維持・確保は困難さ

が増している一方で，高齢化の進展に伴い高齢者等の移動手段の確

保の重要性は高まっています。引き続き，利用しやすく持続可能な

移動手段を目指して，地域交通の利便性向上の取組が求められてい

ます。 

 

(2) その対策   

〇生活環境の改善，通行の安全や避難路を確保するため，生活道路の

計画的な整備を実施するとともに，災害発生時も安全・確実に活用

できるよう，緊急輸送道路等の機能強化や橋りょう等の老朽化対策

を実施します。  

〇全ての地域において，持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確

保するため，交通事業者等と連携して，地域の実情に応じた交通サ

ービスの見直しなど，地域の交通手段を維持する取組を進めます。  

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業

主 体  

備 考  

４  交 通 施 設 の  

 整 備 ， 交 通 手  

 段 の 確 保  

(1) 市 町 村 道  

  道 路  

市 道 整 備 事 業  

 

沖 友 一 周 線 整 備 事 業  

 

市  

 

市  

 

  川 尻 本 線 １ 号 整 備 事 業  

 

市   

  森 沖 田 線 整 備 事 業  

 

市   

  久 俊補助１ 号線整備事

業  

市   
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森町線道路改良事業  

 

 

市  

 

  岩 戸 団 地 線 ・ 大 諏 訪 線

接 続 道 路 整 備 事 業  

 

市   

  内 海 中 切 線 付 替 事 業  

 

市   

   橋 り ょ う  橋 り ょ う 改 良 事 業  

 

市   

 (5) 鉄 道 施 設 等  

  鉄 道 施 設  

安 芸 川 尻 駅 及 び 周 辺 整  

備 事 業  

 

市   

 (9) 過 疎 地 域 持 続  

 的 発 展 特 別 事 業  

  公 共 交 通  

生 活 交 通 維 持 ・ 確 保 事

業  

 

市  

 

 

 

  離 島 ・ 生 活 航 路 確 保 事

業  

 

市   

  離 島 住 民 交 通 費 補 助 事

業  

 

市   

 (10)そ の 他  県 道 改 良 事 業  

 

県   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

  呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン フ

ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性 化 に

資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。   
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６  生活環境の整備 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野３ 市民生活・防災分野，政策

分野６ 都市基盤分野，政策分野７ 環境分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺などに対する意識の高揚を図る

とともに，地域の防犯力を高めることが求められています。  

○地域が一丸となって交通安全意識の高揚や交通マナーの向上を図る

とともに，安全で円滑な交通環境の確保を行う必要があります。  

○市民に対して確実かつ迅速に防災気象情報や避難情報等を伝える仕

組みの充実や避難所の在り方の見直しなど，避難環境の質的向上を

図り，避難の実効性を高める必要があります。  

○火災件数は減少傾向にある一方，局地的な集中豪雨や大型台風，巨

大地震などによる災害や，二次災害となる火災等の危険性が増して

います。  

○高齢化が進むにつれ，高齢者特有の持病の悪化や転倒による負傷に

係る救急要請が増加しています。  

○市民の安全・安心な生活環境を確保するため，砂防事業などを計画

的に実施する必要があります。  

○台風や高潮等による浸水被害が発生しているため，浸水被害を防ぐ

取組を継続して行う必要があります。  

○上下水道施設については，これまで整備した多くの施設の老朽化が

進行しており，今後は，計画的に改築・更新していく必要がありま

す。  

〇火葬場については，施設の老朽化が進行しています。  

 

(2) その対策   

〇警察や呉市防犯連合会，自治会等の関係機関・団体と連携し，多様

化する犯罪に関する情報共有や防犯活動を推進するとともに，啓発

活動を通じて市民の防犯意識を高めます。また，犯罪による被害を

受けた人やその家族の支援を推進します。 

〇警察や呉市交通安全推進協議会，自治会等の関係機関・団体と連携

し，市民の交通安全意識の向上を図るための取組を推進します。 

〇避難に関する情報の伝達方法や，避難行動への協力体制の構築，避

難所の配置・運営方法などの見直しや強化など，市民自らが命を守

る行動につなげるための取組を推進します。 

〇 火 災 を 未 然 に 防 ぐ た め の 立 入 検 査 の 強 化 を 始 め ， 専 門 性 の 高 い 救

急・救助隊員の育成や消防資機材の充実など消防力の強化を図りま

す。  

〇消防・救急機能の強化としての地域防災力向上のため消防団との連
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携強化を図り，市民が安心して暮らすことができる環境を整えます。  

〇豪雨による土石流や急傾斜地の崩壊による災害を未然に防止する取

組を進め，市民の安全・安心な生活環境の確保を図ります。  

〇将来にわたって安全・安心で安定した上下水道サービスを提供する

ため，効率的かつ計画的に上下水道施設の改築・更新を進めます。 

○下水道施設については，人口動態や地理的条件などを勘案し，効率

的に整備を進めていきます。  

○火葬場については，地域の実情に即した管理運営の実施に必要な，

施設・設備の保全等を適切に行うことにより，安定的な維持管理を

進めていきます。  

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

５  生 活 環 境 の  

 整 備  

(1) 水 道 施 設  

  簡 易 水 道  

旧 簡 易 水 道 施 設 更

新 事 業  

 

市   

 (2) 下 水 処 理 施 設  

  公 共 下 水 道  

特 定 環 境 保 全 公 共

下 水 道 事 業  

 

市   

   そ の 他  漁 業 集 落 環 境 整 備

事 業  

 

市   

  浄 化 槽 整 備 事 業  

 

市   

 (3) 廃 棄 物 処 理 施 設  

  そ の 他  

廃 棄 物 収 集 車 運 搬

船 更 新 事 業  

 

市   

 (4) 火 葬 場  火 葬 場 整 備 ・ 改 良

事 業  

 

市   

 (5) 消 防 施 設  消 防 団 自 動 車 等 更

新 事 業  

 

市   

  消 防 自 動 車 等 更 新

事 業  

 

市   

  防 火 水 槽 整 備 事 業  市   
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消 防 署 分 署 ・ 出 張

所 整 備 事 業  

 

 

市  

 

  消 防 団 詰 所 等 整 備

事 業  

 

市   

 (7) 過 疎 地 域 持 続 的 発  

 展 特 別 事 業  

  防 災 ・ 防 犯  

住 民 活 動 助 成 事 業  

 

防 災 対 策 事 業  

 

市  

 

市  

 

  地 域 井 戸 利 活 用 事

業  

 

市   

 (8) そ の 他  急 傾 斜 地 崩 壊 対 策

事 業  

 

県 ・ 市   

  通 常 砂 防 事 業  

 

県 ・ 市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。   
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７  子育て環境の確保，高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

  （第５次呉市長期総合計画  政策分野１  子育て・教育分野  ，政策

分野２ 福祉保健分野，政策分野３ 市民生活・防災分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○子育てや教育に係る経済的な負担や子育てへの不安，仕事との両立

の悩みなどが，子どもを持ちたい若い世代の希望を実現しにくい要

因の一つとなっています。  

○加齢による心身機能の低下などにより，地域との交流機会が減少す

ることが問題となっています。地域での「支え合い」により，高齢

者が地域活動に参加する取組を充実する必要があります。  

○高齢化の進展に伴い，一人暮らしの高齢者が増えています。介護サ

ービスの需要増加やフレイル ※ に対応した生活支援サービス提供体

制の充実を図る必要があります。  

○障害の有無によって分け隔てられることなく，社会参加ができる環

境を整える必要があります。 

※  フ レイ ル ： 高齢 者 の 筋力 や 活 動が 低 下 して い る 状態  

 

(2) その対策   

〇若い世代が安心して子どもを育てることができるよう，幼児教育・

保育サービスの充実やオンライン手続による利便性の向上，子育て

と仕事の両立支援など，社会全体で子どもの健やかな育ちと子育て

家庭を支える環境づくりに取り組みます。 

〇高齢者が健全で生きがいのある生活を営むことができるよう，フレ

イルを防止する運動機能の維持・改善に向けた取組を推進します。

また，認知機能の低下や要介護状態に進行するリスクを高める閉じ

こもりを防止するため，社会参加ができる環境づくりを推進します。 

〇高齢者の自立支援とその家族の負担の軽減，介護離職ゼロを目指し，

介護サービス基盤の充実などに取り組み，安定した介護保険制度の

運営を推進します。 

〇障害者が積極的に社会参加できる環境づくりを進めます。  
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(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

６  子 育 て 環 境  

 の 確 保 ， 高 齢  

 者 等 の 保 健 及  

 び 福 祉 の 向 上  

 及 び 増 進  

(1) 児 童 福 祉 施 設  

  保 育 所  

 

(3) 高 齢 者 福 祉 施  

  そ の 他  

 

保 育 所 整 備 事 業  

 

 

高 齢 者 等 福 祉 施 設 整

備 事 業  

市  

 

 

市  

 

 

 

 (8) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  高 齢 者 ・ 障 害 者  

  福 祉  

地 域 交 通 利 用 支 援 事

業  

 

高 齢 者 生 き が い 対 策

事 業  

 

市  

 

 

市  

 

  老 人 ク ラ ブ 連 合 会 活

動 助 成 事 業  

 

市   

   そ の 他  安 芸 灘 大 橋 通 行 料 助

成 事 業  

 

市   

  安 芸 灘 地 域 活 性 化 奨

励 金 事 業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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８  医療の確保 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野２ 福祉保健分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○医師や看護師などの人材確保が困難になっており，地域医療体制の

維持に大きな影響を与えています。  

 

(2) その対策   

〇誰もが安心して医療が受けられるよう，医師の確保や医療機器の整

備など，充実した医療の提供に取り組みます。 

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

7 医 療 の 確 保  (1) 診 療 施 設  

  病 院  

医 療 機 器 ・ 施 設 等 整  

備 事 業  

 

市   

 (3) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  自 治 体 病 院  

 

医 師 確 保 対 策 事 業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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９  教育の振興  

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野１ 子育て・教育分野，政策分

野３ 市民生活・防災分野，政策分野４ 文化・スポーツ・生涯学

習分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○安全・安心への関心が高まる中，学校施設の老朽化対策や設備の充

実等の環境整備を進める必要があります。  

○家庭環境など様々な要因により支援を必要とする子どもたちを支え

るため，一人ひとりの状況に応じたきめ細かい取組を行う必要があ

ります。  

○ＩＣＴ等の進歩や英語教育など時代に応じた学びを支える環境を整

備することで，それらを社会で活用できる児童・生徒を育成する必

要があります。  

〇文化財や伝統文化は，地域のアイデンティティを形成するものとし

て重要性を増しています。市民が郷土の歴史や文化に対する理解を

深めるとともに，地域全体で保存・活用を推進し，次世代に継承し

ていくことが求められています。  

○ 娯 楽 の 多 様 化 に よ り ， 子 ど も た ち の 興 味 や 関 心 は 広 範 囲 に 分 散 す

る と と も に ， 少 子 化 に よ っ て 子 ど も の 競 技 人 口 は 減 少 傾 向 に あ り

ま す 。 競 技 ス ポ ー ツ を 振 興 し て い く た め に ， 未 来 を 担 う ト ッ プ ア

スリート人材の発掘や育成を行っていく必要があります。  

 

(2) その対策   

〇 学 校 施 設 に お け る 体 育 館 の 空 調 設 備 等 に つ い て ， 老 朽 化 対 策 や 新

設・改良を計画的に進めるとともに，登下校時の安全確保や就学支

援，通学支援などに取り組むことにより，子どもたちが安全・安心

に学ぶことができる教育環境の充実を図ります。  

〇一人ひとりに個別最適化された学びへのＩＣＴの積極的な活用や情

報活用能力を高める学びを推進します。  

〇郷土の歴史や文化を学ぶことのできる文化財や伝統文化を貴重な地

域資源として適切に保存し，途切れることなく継承していきます。  

〇大学が有する専門知識や先端技術，トップアスリート人材を活用す

ることで，より効果的な児童・生徒のスポーツ能力の向上，多様な

ニーズに対応できる質の高い指導者の育成と指導力の向上に取り組

みます。  
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(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業

主 体  

備 考  

８  教 育 の 振 興  (1) 学 校 教 育 関 連 施 設  

  校 舎  

公 立 学 校 施 設 ・ 設 備

整 備 事 業  

 

市   

   ス ク ー ル バ ス ・ ボ  

  ー ト  

ス ク ー ル バ ス 更 新 事

業  

 

市  

 

 

   給 食 施 設  学 校 給 食 施 設 整 備 事

業  

 

市   

   そ の 他  コ ン ピ ュ ー タ 利 用 教

育 推 進 事 業  

 

市   

 (3) 集 会 所 ， 体 育 施 設  

 等  

  公 民 館  

ま ち づ く り セ ン タ ー

整 備 事 業  

 

市   

   体 育 施 設  ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事

業  

 

市   

 (4) 過 疎 地 域 持 続 的 発  

 展 特 別 事 業  

  義 務 教 育  

通 学 支 援 事 業  

 

Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 派 遣 事

業  

 

市  

 

市  

 

  文 化 ・ 芸 術 体 験 活 動

事 業  

 

市   

   生 涯 学 習 ・ ス ポ ー  

  ツ  

 

自 動 車 図 書 館 事 業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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１０ 集落の整備 

  （第５次呉市長期総合計画  政策分野３  市民生活・防災分野，政策

分野６ 都市基盤分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○急速な人口減少が進み，集落の維持が困難になることが想定されて

います。人口減少に対応したまちづくりを行う必要があります。 

〇 高 齢 化 や 人 口 減 少 ， 地 域 活 動 へ の 関 心 の 低 下 に よ り ， ま ち づ く り

の 担 い 手 が 不 足 し て い ま す 。 市 民 一 人 ひ と り が 地 域 社 会 に 関 心 を

持 ち ， 自 ら が ま ち づ く り の 主 体 で あ る と 認 識 し ， 自 発 的 に 行 動 す

ることが求められています。  

 

(2) その対策   

〇誰もが安心して住み続けられる魅力あふれるまちを実現するため，

地域に必要な生活サービス施設や地域コミュニティの確保を図りま

す。  

○市民協働による自主的で自立したまちづくりを進めるため，集落移

住者等，関係人口を含め，自発的に地域に関わろうとする多様な担

い手の参画や育成をサポートします。 

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

９  集 落 の 整 備  (1) 過 疎 地 域 集 落 再 編  

 整 備  

町 並 み 環 境 整 備 事

業  

 

市  

 

 

 (2) 過 疎 地 域 持 続 的 発  

 展 特 別 事 業  

  集 落 整 備  

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ

活 動 支 援 事 業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。   
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１１ 地域文化の振興等 

  （第５次呉市長期総合計画  政策分野４  文化・スポーツ・生涯学習

分野） 

 

(1) 現況と問題点   

〇文化財や伝統文化は，地域のアイデンティティを形成するものとし

て重要性を増しています。市民が郷土の歴史や文化に対する理解を

深めるとともに，地域全体で保存・活用を推進し，次世代に継承し

ていくことが求められています。  

○健康意識の高まりや余暇の過ごし方の変化に伴い，スポーツに対す

る市民ニーズが多様化しています。  

○老朽化したスポーツ施設の設備やトレーニング機器等は，利用者の

ニーズに十分に対応できていない状況にあります。施設を快適に利

用できるよう，設備や機能の充実を図り，サービスの向上に取り組

む必要があります。  

○ 過疎地 域 な ら で は の 恵ま れた自然環境を 活 用 し た ス ポ ー ツ に よ る

地域の活性化を図る必要があります。  

 

(2) その対策   

〇文化財保存活用地域計画を策定し，これに基づいて，郷土の歴史や

文化を学ぶことのできる文化財や伝統文化を貴重な地域資源として

適切に保存し，途切れることなく継承していきます。  

○一人ひとりのニーズやライフステージに応じて，誰もが目的に応じ

たスポーツに取り組める機会を創出するため，大学や総合型地域ス

ポーツクラブ ※ 等との連携を強化し，指導者の確保・育成に取り組

みます。  

○呉市公共施設等総合管理計画に基づき，スポーツ施設の特性や地域

の実情，利用実態等を踏まえ，利用者のニーズに応じた設備の整備

と機能の充実，集約によるサービスの向上に取り組みます。  

○瀬戸内海の多島美等の地域ならではの資源を活用したスポーツのブ

ランディングを行い，スポーツによる地域の活性化を図っていきま

す。  

 

 ※  総合 型 地 域ス ポ ー ツク ラ ブ ：従 来 の 単一 種 目 型， 一 定 の年 齢 層 を対 象 と した ス

ポ ー ツ クラ ブ と 異な り ， 複数 の 種 目に お い て子 ど

も か ら 高齢 者 ま で様 々 な スポ ー ツ を愛 好 す る人 が

参 加 で きる ， 自 主運 営 の 会員 制 ス ポー ツ ク ラブ  
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(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））   

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業

主 体  

備 考  

１ ０  地 域 文 化  

 の 振 興 等  

(1) 地 域 文 化 振 興 施  

 設 等  

  地 域 文 化 振 興 施  

  設  

地 域 文 化 振 興 等 施 設

整 備 事 業  

 

 

 

市   

 (2) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  地 域 文 化 振 興  

 

日 本 遺 産 等 魅 力 発 信

事 業  

 

呉 ・ 瀬 戸 内 ス ポ ー ツ

ブ ラ ン デ ィ ン グ 推 進

事 業  

 

市  

 

 

市  

 

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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１２ 再生可能エネルギーの利用促進 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野７ 環境分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○国は，令和 32 年 (2050 年 )までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにするカーボンニュートラル，脱炭素社会の実現を目指すこと

を宣言しており，各地方公共団体においても脱炭素に向けた取組を

推進することが求められています。 

 

(2) その対策   

 ○家庭や事業者への省エネルギーの取組について，普及啓発を図りま

す。  

  ○公共施設の太陽光発電設備等の導入による再生可能エネルギーの活

用，高効率空調やＬＥＤ等の活用による省エネルギー化の推進，蓄

電池やコージェネレーションシステム ※ 1の導入によるレジリエンス
※ 2強化の推進を図ります。  

  ○市公用車の電動車化に併せて，充電設備の導入を推進します。  

  ○再生可能エネルギーの導入拡大に伴い，発電事業者等に対して，適

切な指導を実施します。  

 

※ １  コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム ： 都 市 ガ ス や Ｌ Ｐ ガ ス な ど の 燃 料 か ら 電 気 と

熱 （ 温 水 ・ 蒸 気 な ど ） の 両 方 を 同 時 に 作 り

出 し ， 無駄 な く 効率 的 に 利用 す る シス テ ム  

※ ２  レ ジ リ エ ン ス ： 「 回 復 力 ・ 復 元 力 ・ 弾 力 性 」 を 意 味 し ， 困 難 や ス ト レ ス ，

危 機 的 状 況 に 直 面 し て も ， し な や か に 適 応 し て 立 ち 直 り ，

元 の 状 態 に 戻 ろ う と す る 力  

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業

主 体  

備

考  

１ １  再 生 可 能  

 エ ネ ル ギ ー の  

 利 用 の 推 進  

(1) 再 生 可 能 エ ネ ル  

 ギ ー 利 用 施 設  

 

脱 炭 素 社 会 推 進 事 業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

  （第５次呉市長期総合計画 政策分野３ 市民生活・防災分野 ，政策

分野７ 環境分野） 

 

(1) 現況と問題点   

○高齢化や人口減少，地域活動への関心の低下により，まちづくりの

担い手が不足しています。市民一人ひとりが地域社会に関心を持ち，

自らがまちづくりの主体であると認識し，自発的に行動することが

求められています。  

○ 美 し く 風 格 あ る 国 土 の 形 成 に 寄 与 す る 過 疎 地 域 が 有 す る 機 能 を 維

持 し て い く た め ， 多 様 な 生 態 系 を 守 り ， 森 林 や 水 辺 な ど の 豊 か な

環境を適正に管理していく必要があります。  

 

(2) その対策   

〇自治会を始めとした地域コミュニティが行う地域の課題解決や魅力

的なまちづくりに向けた取組を支援することを通して，地域の活性

化を図ります。  

○ 過 疎 地 域 が 有 す る 機 能 を 維 持 し て い く た め ， 藻 場 の 創 出 ， 自 然 海

岸 の 保 全 活 動 ， 農 村 環 境 の 保 全 や 森 林 整 備 等 を 推 進 し ， 豊 か な 環

境を次世代に引き継いでいきます。  

 

(3) 計画（令和８年(2026 年 )４月１日から令和 13 年 (2031 年 )３月 31 日  

 まで（５か年））  

 

持 続 的 発 展 施 策

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業  

主 体  

備 考  

１ ２  そ の 他 地  

 域 の 持 続 的 発  

 展 に 関 し 必 要  

 な 事 項  

 ゆ め づ く り 地 域 協 働 プ

ロ グ ラ ム  

 

地 域 パ ー ト ナ ー シ ッ プ

支 援 事 業  

 

市  

 

 

市  

 

  清 掃 活 動 支 援 事 業  

 

市   

 

 (4 ) 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 と の 整 合   

   呉 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る ， 「 公 共 施 設 」 ， 「 イ ン

フ ラ 」 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 と 整 合 性 を 図 り な が ら 地 域 の 活 性

化 に 資 す る 事 業 を 推 進 し て い き ま す 。  
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事 業 計 画 （ 令 和 ８ 年 度 ～ 令 和 12 年 度 ） 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業  

（ ソ フ ト ） 一 覧  

 

持 続 的 発 展 施 策  

区 分  

事 業 名  

（ 施 設 名 ）  

事 業 内 容  事 業

主 体  

備 考  

１  移 住 ・ 定 住 ，  

 地 域 間 交 流 の 促  

 進 ， 人 材 育 成  

(4) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  移 住 ・ 定 住  

移 住 ・ 定 住 促 進

事業  

 

 

 

 

 

空 き 家 の 利 活 用

促進事業  

 

市  

 

 

 

 

 

 

市  

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  ワ ー ケ ー シ ョ ン

誘致事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

   人 材 育 成  地 域 力 向 上 の た

め の 人 材 育 成 事

業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

２  産 業 の 振 興  (10)過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  第 １ 次 産 業  

新 規 就 農 者 総 合

支援事業  

 

 

 

 

 

市  

 

 

 

 

 

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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農 業 参 入 企 業 等

支援事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  フ ル ー ツ 産 地 力

強化事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  有 害 鳥 獣 対 策 事

業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  多 世 代 交 流 型 農

村環境保全事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  遊 休 農 地 再 生 支

援事業  

 

 

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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  産地育成・地産  

地消推進事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  松林保全事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  新規漁業就業者  

総合支援事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  増養殖事業  市  

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  稚魚放流助成事  

業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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  スマート農水産  

業推進事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  環境配慮型農業  

推進事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

   商 工 業 ・ ６ 次 産  

  業 化  

中小企業等振興  

事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  販路拡大推進事  

業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  起業家支援プロ  

ジェクト  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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   観光  

 

観光客誘致事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  安芸灘大橋通行  

料補助事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

   企業誘致  

 

企業立地条例助  

成事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

４  交 通 施 設 の 整  

 備 ， 交 通 手 段 の  

 確 保  

(9) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  公 共 交 通  

生 活 交 通 維 持 ・

確保事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  離島・生活航路  

確保事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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  離島住民交通費  

補助事業  

 

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

５  生 活 環 境 の 整  

 備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  防 災 ・ 防 犯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民活動助成事  

業  

 

 

 

 

 

防 災 対 策 事 業  

 

 

 

 

 

市  

 

 

 

 

 

 

市  

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  地域井戸利活用  

事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

６  子 育 て 環 境 の  

 確 保 ， 高 齢 者 等  

 の 保 健 及 び 福 祉  

 の 向 上 及 び 増 進  

(8) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  高 齢 者 ・ 障 害 者  

  福 祉  

地域交通利用支  

援事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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高 齢 者 生 き が い

対策事業  

 

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  老人クラブ連合  

会活動助成事業  

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

   そ の 他  安芸灘大橋通行  

料助成事業  

 

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

 

  安芸灘地域活性  

化奨励金事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

７  医 療 の 確 保  (3) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  自 治 体 病 院  

医師確保対策事  

業  

 

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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8 教 育 の 振 興  (4) 過 疎 地 域 持 続  

 的 発 展 特 別 事 業  

  義 務 教 育  

通 学 支 援 事 業  

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ支援員派  

遣事業  

 

 

市  

 

 

 

 

 

 

市  

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  文化・芸術体験  

活動事業  

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

   生 涯 学 習 ・ ス ポ  

  ー ツ  

自動車図書館事  

業  

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

9 集 落 の 整 備  (2) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  集 落 整 備  

 

地域コミュニテ  

ィ活動支援事業  

 

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  
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１ ０  地 域 文 化 の  

 振 興 等  

(2) 過 疎 地 域 持 続 的  

 発 展 特 別 事 業  

  地 域 文 化 振 興  

日本遺産等魅力  

発信事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  呉・瀬戸内スポ  

ーツブランディ  

ング推進事業  

 

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

１ ２  そ の 他 地 域  

 の 持 続 的 発 展 に  

 関 し 必 要 な 事 項  

 ゆめづくり地域  

協働プログラム  

 

 

 

 

 

地域パートナー  

シップ支援事業  

 

市  

 

 

 

 

 

 

市  

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

  清掃活動支援事  

業  

市  将 来 に わ た

り ， 過 疎 地

域 の 持 続 的

発 展 に 資 す

る 事 業 で あ

る 。  

 

 


